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平成１９年第４回

柳泉園組合議会定例会会議録

平成１９年１１月２７日 開会

議事日程

１ 会期の決定

２ 会議録署名議員の指名

３ 諸般の報告

４ 行政報告

５ 議案第１１号 平成１９年度柳泉園組合一般会計補正予算

６ 議案第１２号 平成１８年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定

追加１ 廃棄物等処理問題特別委員会付託の件

陳情第１号 小金井市からの可燃ごみの委託について陳情書（平成１９年第４回定例

会）

（廃棄物等処理問題特別委員会 開催）

追加２ 廃棄物等処理問題特別委員会報告

１ 出席議員

１番 篠 宮 正 明 ２番 野 島 武 夫

３番 上 田 芳 裕 ４番 板 垣 洋 子

５番 小 峰 和 美 ７番 長谷川 正 美

８番 原 正 子 ９番 粕 谷 いさむ

２ 関係者の出席

管 理 者 野 崎 重 弥

副 管 理 者 星 野 繁

副 管 理 者 坂 口 光 治

助 役 森 田 浩

会計管理者 関 一 夫

清瀬市市民生活部長 金 子 宗 助
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東久留米市環境部長 小 山 満

西東京市生活環境部長 斎 藤 静 男

３ 欠席議員

６番 相 馬 和 弘

４ 事務局・書記の出席

総務課長 大 野 常 雄

施設管理課長 蛭 田 義 一

技術課長 櫻 井 茂 伸

資源推進課長 涌 井 敬 太

書記 山 田 邦 彦

書記 小 林 光 一

書記 本 間 尚 介

午前 ９時５８分 開会

○議長（篠宮正明） おはようございます。

本日は相馬議員から欠席の連絡がありましたので、御報告をいたします。

なお、定足数に達しておりますので、ただいまより平成１９年第４回柳泉園組合議会定

例会を開きます。

地方自治法第１２１条の規定により、管理者を初め関係者の出席を求めております。

○議長（篠宮正明） 「日程第１、会期の決定」を議題といたします。

このことについては１１月１９日及び本日、代表者会議が開催されておりますので、当

日御出席いただきました上田芳裕代表委員に報告を求めます。

○３番（上田芳裕） おはようございます。去る１１月１９日と本日、代表者会議が開催

され、平成１９年第４回柳泉園組合議会定例会について協議しておりますので、御報告を

申し上げます。

平成１９年第４回柳泉園組合議会定例会の会期につきましては、１１月２７日、本日１

日限りといたします。

また、本日の日程といたしましては、お手元に既に御配付のとおりであります。
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まず、「日程第３、諸般の報告」は、書面配付をもって報告といたします。

次に、「日程第４、行政報告」を行います。行政報告につきましては、報告終了後に質

疑をお受けいたします。

次に、議案審議に入り、「日程第５、議案第１１号、平成１９年度柳泉園組合一般会計

補正予算」、「日程第６、議案第１２号、平成１８年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

認定」を順次上程し、質疑、討論を受け、採決いたします。

なお、陳情を１件受理いたしましたので、廃棄物等処理問題特別委員会に付託するため、

追加日程を上程いたします。「追加日程第１、廃棄物等処理問題特別委員会付託の件」を

上程し、陳情第１号を付託いたします。その後、定例会を暫時休憩し、その休憩中に廃棄

物等処理問題特別委員会を開催し、審査いたします。陳情審査終了後、本会議を再開して

「追加日程第２、廃棄物等処理問題特別委員会報告」を委員長より報告していただき、そ

の後、討論、採決を行います。

以上で本日予定された日程がすべて終了となり、第４回定例会を閉会いたします。

以上が代表者会議の決定事項でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。

○議長（篠宮正明） 報告は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑のある方 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（篠宮正明） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。今定例会の会期は、代表委員の報告のとおり本日１日とし、日程表

のとおりといたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（篠宮正明） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日とし、日程表のと

おりとすることに決しました。

○議長（篠宮正明） 「日程第２、会議録署名議員の指名」を行います。

会議録署名議員は、会議規則第９２条の規定により、議長において次の両君を指名いた

します。

第９番、粕谷いさむ議員、第２番、野島武夫議員、以上のお二人にお願いをいたします。

ここで管理者より発言を求められておりますので、これを許可いたします。

○管理者（野崎重弥） おはようございます。平成１９年柳泉園組合議会第４回定例会の
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開催に当たりまして、議長のお許しをいただきましたので、一言ごあいさつを申し上げさ

せていただきます。

議員の皆様には、各市、第４回定例会を控えましてそれぞれお忙しい中、御出席をいた

だきまして大変ありがとうございます。

本日の定例会におきましては、行政報告の中で８月から１０月までの主な事務事業につ

いて御報告を申し上げます。なお、容器包装リサイクル法その他プラスチック類につきま

しては、本年１０月から、昨年度の清瀬市及び東久留米市に引き続き、西東京市において

も収集が始まっております。また、本日御提案申し上げます議案は２件でございます。よ

ろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。

以上、簡単でございますが、第４回定例会開会に当たりましてごあいさつとさせていた

だきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○議長（篠宮正明） 次に、「日程第３、諸般の報告」を行います。

諸般の報告に関しましては、お手元に御配付いたしております書類に記載のとおりでご

ざいます。よろしくお願いをいたします。

○議長（篠宮正明） 続いて、「日程第４、行政報告」を行います。

○助役（森田浩） それでは、行政報告をさせていただきます。

今回の行政報告につきましては、平成１９年８月から平成１９年１０月までの３カ月間

の事業運営等についての御報告でございます。

御報告の前に、大変申しわけございませんが、１カ所御訂正をお願いいたしたいと思い

ます。行政報告資料の７ページをお開き願いたいと思います。

中段の２の施設の稼動状況とございます。その括弧に「表７から表１０までを参照」と

ございますが、「表６から表９」でございます。大変申しわけございませんが、御訂正方

よろしくお願いいたします。

それでは、報告をさせていただきます。

初めに、１ページの総務関係でございます。

１の庶務についてでございますが、８月１７日に関係市の清掃担当部課長等をもって構

成いたします柳泉園組合事務連絡協議会を開催し、平成１９年第３回柳泉園組合議会定例

会の議事日程（案）についての協議を行っております。
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次に、（２）の見学者の状況でございますが、表１、合計欄のとおり、今期は１９件

７６６人の見学者がございました。

続きまして、２の会計についてでございます。今期のごみ処理手数料の徴収状況は表２

に記載のとおりでございますので、御参照いただきたいと思います。

次に、３監査についてでございます。

まず、（１）の決算審査でございますが、両監査委員において平成１８年度の一般会計

決算につきましての審査が１０月２３日から３０日にかけて延べ３日間行われました。本

日、決算認定議案としてお願いしているところでございます。

次に、２ページの上段、（２）の平成１９年７月４日付柳泉園組合職員措置請求につい

てでございます。

本件は、小金井市のごみ処理広域支援について監査請求が提出されたもので、内容につ

きましては第３回定例会の際、御報告をさせていただきました。その後の経過につきまし

ては、記載のとおり、８月１７日に請求人及び関係者の意見陳述等を行い、合議の結果、

棄却という結論に至り、８月３１日付でその旨の監査結果を請求人に通知されたと伺って

おります。

続きまして、４の契約の状況につきましては、「行政報告資料」１ページから３ページ

に記載のとおり、今期は３件の工事請負契約を締結しております。

次に、５の公有財産の状況でございます。

（１）の土地の交換でございますが、本件は、柳泉園所有の土地と東久留米市所有の土

地２２．９平米をそれぞれ等積交換を行ったものでございます。

さらに、（２）の土地の購入でございます。柳泉園敷地内に存在しておりました他団体

の公共財産、これは特に赤道等でございますが、これらに対する処理につきましては、土

地の交換を基本に今まで整理してきたところでございますが、当該、東久留米市所有の土

地２２９．５９平米につきましては、柳泉園組合としての交換に相当する用地がないという

ことで購入に至ったものでございます。

詳細につきましては、後ほど担当より説明させていただきます。

次に、３ページでございます。ごみ処理施設関係でございます。

初めに、１のごみ及び資源物の搬入状況でございます。

今期の構成市のごみの総搬入量は、３ページの表３－１のとおり２万１，１３２トンで、

これは昨年同期と比較いたしまして１，６２０トン、７．１％減少しております。ごみ搬入量
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の内訳といたしましては、４ページの表３－２から５ページの表３－４に記載のとおりで

ございます。昨年同期に比較いたしますと、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみすべてで減少

しております。特に不燃ごみにつきましては、昨年１０月から清瀬市及び東久留米市、ま

た、本年１０月より西東京市で容器包装プラスチック類の分別収集及び資源化が開始され

ましたことにより、搬入量が昨年同期と比較し３市合計で６４５トン減少しております。

なお、多摩地域ごみ処理広域支援実施要綱に基づく小金井市の可燃ごみの受け入れにつ

きましては、年間契約量が４８９トンでございます。この期は１２４トンの可燃ごみを受

け入れております。この結果、小金井市の可燃ごみを含めましたこの期の総搬入量は２万

１，２５６トンで、昨年同期と比較いたしまして１，４９６トン、６．６％の減少となっており

ます。

次に、５ページ下段の３－５でございます。１人１日当たりのごみの原単位を記載して

ございます。

また、６ページの表４－１及び表４－２につきましては、有害ごみの搬入状況を表にま

とめたものでございますので、御参照していただきたいと思います。

次に、表５－１及び７ページの表５－２につきましては、缶等の資源物の搬入量をまと

めたものでございます。今期の総搬入量は２，２７０トンで、昨年同期と比較し４トン、

０．２％減少しております。

続きまして、７ページの２施設の稼動状況でございます。

まず、柳泉園クリーンポートは順調に稼動してございます。クリーンポートにおける今

期の主な整備状況ですが、ごみ・灰クレーンの定期点検整備補修が８月に完了しておりま

す。また、１０月より１号炉及び汚水処理施設の定期点検整備補修を実施しております。

次に、７ページ、表６に記載の柳泉園クリーンポートにおける処理状況でございます。

平成１８年１０月から清瀬市及び東久留米市、本年１０月より西東京市において容器包

装プラスチック類の分別収集及び資源化が開始されましたことによりまして、クリーン

ポートで焼却している軟質系プラスチック類等可燃物の焼却量は、昨年同期と比較いたし

まして７９５トン、３２．２％減少いたしております。

次に、８ページから９ページに記載のばい煙、ダイオキシン類及び下水道放流水の各種

測定結果等につきましては、それぞれ排出・排除基準に適合いたしております。

次に、１０ページの上段、（２）の不燃、粗大ごみ処理施設の稼動状況でございます。

今期も順調に不燃ごみ等の処理が行われているところでございます。今期は、記載のと
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おり、消防設備等の保守点検の実施及びクレーン等の補修等を実施いたしております。ま

た、スプレー缶の処理の安全性を確保するため、新たにスプレー缶処理装置を設置し、稼

動しております。また、不燃ごみ等の処理状況につきましては、１０ページの表１０に記

載しておりますが、不燃ごみの処理量につきましては、容器包装プラスチック類の分別収

集及び資源化が開始されたことに伴いまして、昨年同期と比較し減少傾向にあります。

また、（３）のリサイクルセンターにつきましても、今期も順調に資源物の資源化に努

めているところでございます。施設整備につきましては、記載のとおり、機器の定期点検

整備補修を実施いたしております。さらに、資源化の状況につきましては、１０ページ、

表１１に記載のとおりでございます。

次に、１１ページ、３の焼却残渣の最終処分場への搬出でございますが、引き続き、東

京たま広域資源循環組合日の出町二ツ塚処分場内のエコセメント化施設に全量を搬出して

おり、今期は２，３３３トンで、これは昨年同期と比較し２１５トンの減少となっておりま

す。

なお、小金井市の可燃ごみ焼却に伴う焼却残渣を含めました総搬出量は２，３５０トンで、

昨年同期と比較いたしまして１９９トンの減少でございます。

搬出状況は表１２に記載のとおりでございます。

次に、４の不燃物再利用状況でございます。不燃・粗大ごみ処理施設及びリサイクルセ

ンターで発生いたしました不燃物、くずガラス等につきましては、埋立処分場の延命化を

図るため、埋立処分をせずにＲＰＦや路盤材として再利用を行っております。再利用の状

況につきましては表１３に記載のとおりでございます。

次に、１２ページに記載のし尿処理施設関係でございます。今期のし尿の総搬入量は

５２１キロリットルと、昨年同期の６０９キロリットルに比べまして８８キロリットル、

１４．４％の減少となっております。表１４－１から表１４－４に搬入状況の詳細を記載し

てございます。

１３ページの２、施設の状況でございます。今期は消防設備の保守点検を実施しており

ます。

また、し尿処理施設における下水道放流水測定結果につきましては、１４ページの表

１５に記載してございます。測定結果はそれぞれ排除基準に適合いたしております。

続きまして、１５ページの施設管理関係についてでございます。

各厚生施設の今期の利用状況につきましては、表１６－１、表１６－２に記載のとおり

７



でございます。それぞれ昨年同期と比較いたしますと、野球場は３４２回で６．５％の増、

テニスコートは１，１１７回で６．７％の減、室内プールは２万７，０８５人で５．６％の増、さ

らに、浴場施設につきましては２万４，１１９人で５．８％の減となっております。

また、各施設の使用料の収入状況につきましては、表１７に記載のとおりでございます。

次に、１６ページ、３の各厚生施設の管理状況でございます。室内プール及び浴場施設

の水質測定結果を表１８及び表１９に記載しております。それぞれの測定結果の数値につ

きましては基準に適合いたしております。

以上、大変雑駁でございますが、行政報告とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。

○総務課長（大野常雄） 引き続きまして、行政報告の関係で資料について御説明を申し

上げます。「行政報告資料」の５ページをごらん願います。

柳泉園組合と東久留米市との土地交換及び購入の御説明を申し上げます前に、土地の交

換等の経過について御説明を申し上げます。

図の左の欄をごらん願います。緑色で表示してございますように、平成９年７月、東久

留米市と土地の交換を行い、その後、青色で表示しておりますように、平成１８年２月、

東村山市と土地の交換を行いました。本件は、平成１９年第１回定例会において御説明申

し上げましたとおり、柳泉園組合敷地内に残っておりました東久留米市の所有地を当組合

の行政財産として管理するため、図の左の欄、中段に赤色で表示しております⑤の土地

２２．９平方メートルと⑥の土地２２．９平方メートルを平成１９年９月、東久留米市と交換

を行いました。

次に、下の欄に黄色で表示しております⑦の野球場の一部の土地１６３．７４平方メート

ルと⑧の緑地公園の一部の土地６５．８５平方メートルを合わせた地積２２９．５９平方メー

トルを平成１９年１０月、東久留米市より２，０３１万８，１７５円で購入をいたしました。

なお、購入単価につきましては、東久留米市の公有財産規則に準じまして算出いたしま

して、１平方メートル当たり８万８，５００円でございます。

このたびの土地の交換及び購入によりまして、柳泉園組合の土地現在高は９万

９，３２６．３９平方メートルとなっております。

続きまして、「行政報告資料」の６ページをごらん願います。

小金井市可燃ごみ受け入れ状況及び経過等について御説明申し上げます。

初めに、可燃ごみの受け入れ状況でございますが、表に記載のとおり、５月から１０月
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までの搬入計画量３０５トンに対しまして、搬入実績は２８２トン３９０キログラム、当

初と比較いたしますと２２トン６１０キログラム、７．４％減となっております。年間の受

け入れ計画量は４８９トンでございますが、引き続き、小金井市に対してごみ搬入量の削

減を求めてまいります。

次に、経過等でございますが、小金井市と国分寺市との覚書その２に明記されておりま

す平成２０年８月、新焼却施設建設場所の答申を出すため、これは小金井市の市民検討委

員会でございますが、平成１９年６月から１１月にかけて今選定を行っていると伺ってい

るところでございます。

なお、１１月８日、多摩地域ごみ処理広域支援第２ブロック会議が開催されまして、こ

の中で小金井市及び国分寺市から経過報告があり、同会議におきまして、平成２０年度も

引き続き小金井市の可燃ごみを広域支援として処理するということで確認をしたというこ

とでございます。

○議長（篠宮正明） 以上で報告が終わりました。

これより行政報告に対する質疑をお受けいたします。

○３番（上田芳裕） 報告承りました。そこで、１点だけ少し確認をさせていただきたい

と思って質問いたしますけれども、今報告ありましたように、小金井市のごみの今後の問

題、御案内のように、１年間のお約束ということで４８９トン受け入れ、これは近隣の方

たちの御了解もいただきながら現在は推移しているわけでありますね。私も前の議会でも

お話をさせていただいておるんですが、小金井市の問題を柳泉園組合の中で処理しなけれ

ばいけないという状況については基本的には受け入れがたいと。しかし、そうは言っても、

緊急の課題として小金井市の市民の方たちが困るのであれば、やむを得ないだろうという

ことで１年間のお約束ということで受け入れているわけでありますが、この問題について

は今後どうなるのか。これは多分に小金井市の問題でありますので、私どもがとやかく言

う筋合いの問題ではもちろんないんですけれども、また、その権限もないんですが、ただ、

今後、引き続きお願いしますよと、将来もお願いしますよということであれば、これはも

う基本的に話が違うと思わざるを得ないんですが、この辺についての今までの小金井市の

取り組みの仕方、そして、今後の推移はどのようになっているのか、それによって私ども

当組合の議会としても対応方を考えざるを得ないなと、そう思うんですが、その辺につい

てお尋ねいたしたいと思います。

○管理者（野崎重弥） 今ほど総務課長から御報告をさせていただきましたように、小金
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井市では、平成２０年８月を目途に新施設の建設に向けまして予定候補地の選定のための

検討委員会が開催をされていると聞いております。また、８月には報告をいただきたいと

いうことで小金井市長からも検討委員会にお願いをしているというお話は伺っております。

平成１９年度が始まるに当たりまして、平成１９年の２月ごろだったと思っていますけ

れども、近隣自治会との臨時の協議会を開催させていただいて、小金井市から広域支援に

基づいて焼却処理をお願いしたいという依頼が来ておるということをお話し申し上げ、最

終的にその臨時協議会の中で御同意をいただいて、小金井市のごみを平成１９年度４８９

トン受け入れるという方向性を出させていただいて、組合議会に御報告も申し上げたとこ

ろでございます。

しかしながら、近隣自治会との臨時協議会の中では、小金井市の焼却の支援が恒常化し

ては困るということは近隣自治会の皆様方からの強い御要請でございました。また、平成

１９年度受け入れるということが平成２０年度につながるということが前提であっては困

るということも近隣自治会の皆さん方からは付言をされておるところでございます。

そういった中では、私ども組合側として、まず平成１９年度はこういった状況で依頼が

来ていますと、このことが平成２０年度にすぐさまつながるという形ではない。ただ、小

金井市と国分寺市との支援の協定、なおかつ、小金井市での市民検討委員会での新焼却施

設の場所の候補地の選定、これが８月には出る予定になっておりますということは、その

席で申し述べさせていただいておるところでございます。

先ほど、総務課長が御報告申し上げましたように、第２ブロックの中で平成２０年度も

引き続き広域支援をお願いしたいという話は、御報告申し上げましたように、事実として

ございます。しかし、私どもは、やはり、当然、組合議会の皆様方の御意見等もお聞きし

てまいらなければならないと思っておりますけれども、その前提として、これまでこのク

リーンポートの建て替えを初めとして柳泉園組合の施設運営に関係して近隣自治会との皆

さんの協議、これは欠かすことはできないと思っております。今後、近隣自治会の皆様方

に、現在の私どもの小金井市からの搬入ごみの状況、そして小金井市のこれまでの取り組

み、そういったものも御報告をさせていただきながら、小金井市から正式に依頼が来てい

る、正式と言いましょうか、小金井市長から口頭で来年もお願いしたいという話は来てお

りますけれども、そういったことを受けまして、今後、近隣自治会の皆様方と協議はさせ

ていただきたいと思っております。恐らく、その中では、ことしの１月に御指摘をいただ

きましたような支援というものが恒常化しては困るということと同時に、小金井市がこの
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１年間でどういった努力をしたのかということも当然、近隣自治会の皆様方からは質問と

していただくだろうと思っております。そういったことも含めまして、今後、近隣自治会

との協議を行い、その方向性は方向性として、また組合議会に御報告はさせていただきた

いと思っておるところでございます。

○３番（上田芳裕） これは大事な問題ですので、一遍整理をして確認していきたいと、

こんなふうに思っているんですけれども、小金井市がどう考えていらっしゃるか、それは

少し私はつまびらかにはわかりませんけれども、御案内のように、柳泉園組合議会が承認

をして受け入れているその小金井市のごみというのは、キャパの問題ではないんです。

キャパがあるとかないとかと、そういう次元の問題ではないんです。これは緊急だという

ことと広域支援だということも含めまして、４月１日から小金井市の市民の方たちのごみ

は一体どうなるんだという緊急性の中で、やむを得ないであろうというところからスター

トしたのがこの１年間の４８９トンの受け入れの背景なんです。したがって、今も御報告

ありましたように、これが当然であると、また、恒常化していくであろうことを一つ念頭

に置いてお願いしたいという意味合いの流れになってくると、これは根本的に話は変わっ

てきます。ですから、今も管理者から御報告あったように、では、この１年間、まあ、１

年になっていませんけれども、約１年間、小金井市はどのように御自分たちのごみの解決

策に向かって努力されてきたんですかと、あえて踏み込んで質問もしたいわけであります

けれども、ぜひ小金井市は御自分の力でみずからの問題を解決していただきたいと、こう

思うわけであります。

それで、今後のことですけれども、８月という話が今出ています。８月を目途にという

ことのようでありますけれども、８月を目途に具体的な内容が提示されるということであ

れば、現在その方向で進んでいると思うんですけれども、その辺の話はどうなっているの

かということが１つ。

それと、うがった見方をして申しわけないんですが、８月を目途に具体的な方向性が私

どもにお聞かせいただけないということになったときにどうするのかという問題。

それと、あくまでもお約束は１年間ですので、来年の４月１日からは受け入れることは

できません、これはもうそういう契約ではりませんので。それで、そのときに小金井市が

どうするのか。それはもう、私どもがこの１年間で猶予を持って検討していただく時間を

与えたわけですから、私どもは受け入れることはできないということも考えますと、先ほ

ど口頭での公式というお話ありましたけれども、来年もお願いしますという話には基本的
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にならないでしょうと、そういうことなんです。これはもう約束が違いますし、我々が受

け入れた背景からいっても基本的に問題を生じる状況にあると。そういうことを考えます

と、やはり小金井市は、今さらということにもなりますけれども、しっかり、自分たちの

ごみをどうするのか、ぜひぜひ早急に結論を出して提示していただきたいと、こう思うわ

けであります。少なくとも、今の状況のままで来年もまたお願いしますというのは受け入

れがたいということが当初のお約束から考えても当然の結論ですから、これはあり得ない

ということなんです。二枚橋衛生組合がどういう経過をたどってきたのか、私どもは全部

聞いています。議会でどうされているのか、それも聞いています。市長が苦慮されている

のも聞いています。市民がいろいろな形でもって意見を出しているのも聞いています。あ

えて冷たい言い方をすれば、だから、何なんですかと私どもは言いたいですよ。この１年

間受け入れました。当然しっかりやってくれるものだということを期待して受け入れたわ

けであります。来年はノーです。あり得ないんです。その辺についての管理者の考え方も、

それから方向性も、それから今の小金井市の状況を判断されてどのように考えていらっ

しゃるのか、見解をお尋ねしたいと思います。

○管理者（野崎重弥） 今、上田議員から御指摘をいただきました。私どもも、まず支援

をすることが前提にあるという考え方には立っておりません。それは、昨年、ああいった

大変厳しい状況の中で、近隣の皆様方、そして柳泉園組合議会の皆様方にも苦渋の選択を

していただいたという状況であろうと私は理解をいたしておるところでございます。なお

かつ、近隣の皆様方からは、小金井市の広報において、小金井市のごみをこういった形で

いろいろなところにお世話になっている、そういったものを市の広報を通じて小金井市民

の皆さんにきちんと知らしめてほしいという御要請もいただいたわけでございます。そう

いったことも私ども柳泉園組合として小金井市に申し入れもさせていただいておりますし、

小金井市ではそういったことの対応もしていただいておると思っております。

なおかつ、今回、平成１９年度の契約は、御指摘がございましたように、４月から平成

２０年３月までの４８９トンでございます。平成２０年の４月以降、どういった対応をす

るのかということでございますけれども、まず１点、明確になっておりますのは、平成

２０年３月で当初の契約は終わるということがまずございます。そういった中で、当然、

今後、近隣自治会の皆様方と協議をしていく中では、どう小金井市が努力をしているのか、

そのことをきちんと説明できる状況になければいけないだろうと、それはもう御指摘のと

おりでございます。
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そういった中で、私どもが今一番苦慮いたしておりますのは、市民検討委員会の報告書

が出るのが８月でございます。つまり、８月になればその報告が出てまいる。そういった

中で、漏れ承る範囲では、市民検討委員会での報告が８月よりも前の段階で報告が出ると

いうことはなかなか厳しい状況にあるということも漏れ伺っております。そういった中で

は、４、５、６、７月の部分をどうするかということが大変大きな問題になるわけでござ

います。当然、小金井市としては、そういった状況も踏まえて４月以降も支援をお願いし

たいということは先般、小金井市長からお話は頂戴いたしました。しかしながら、私はそ

の場で小金井市長に申し上げておりますのは、この場でわかりましたというお返事は、大

変申しわけありませんが、することはできませんということは明確にお話をさせていただ

いております。今後、近隣自治会や組合議会の皆様方との協議も御相談もございますとい

うことも明確に伝えさせていただいておるところでございます。ですから、平成１９年度

行ったから平成２０年度も当然行うという前提はないということと同時に、小金井市の意

向は意向でお聞きはいたしましたけれども、その関係については現段階では白紙であると

いうことは申し述べさせていただいておるところでございます。

今後、平成２０年の１月には近隣自治会の皆様方との協議に入らせていただきたい、そ

の場で近隣の皆様方がノーであるということであれば、そのことはそのこととして組合議

会にもお伝えをしなければならないと思っておりますし、近隣自治会の皆様方が、現状の

小金井市の動向を総合的に判断する中で小金井市民の皆様方の苦渋もわかると、そういっ

た中では、例えばもう１年だけ支援をしようという御理解があるのであれば、そのことは

またそのことで組合議会の皆様方にもお伝えをし、最終的な方向性は決めていきたいとは

思っております。繰り返しになりますが、来年１月になりましたら臨時の近隣自治会との

協議会を開催させていただいて、これまでの小金井市の取り組み状況や１年目を受け入れ

ましたときの近隣自治会の皆様方からの御要請事項の実施の状況、そういったものも総合

的にお伝えをしながら、どういった方向性を出していくかということは判断をさせていた

だきたいと思っておるところでございます。

○３番（上田芳裕） 管理者の考え方は考え方としてわかりました。

最初に申し上げましたように、キャパの問題ではない、これはもう明確なわけです。御

承知のように、環境の問題等々を含めて、いわゆるごみのリサイクル化も含めまして、非

常に厳しく行政側も、そしていわゆる市民の方たちも協力体制にあって努力をしている中

でありますので、少しでもごみを減らしたいという問題はこれからの重要な政治課題の１
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つでもあるわけであります。ですから、そういう中で他市のごみを受け入れるということ

は、これはもう相矛盾する流れをつくることにもなるわけであります。ですから、なかな

か受け入れがたいという基本的な構造の中にあるわけであります。ですから、我々も十分

に留意をし、また、注意しなければいけないと、こういう中で１年間の受け入れを認めた

わけであります。

それで、８月にならなければ具体的な方向が示せないということであれば、その具体的

な方向を示した時点で、小金井市が一定の結論を出した時点でどうするかというのを決め

るのも１つの方法であろうと、私はそう思います。したがって、平成２０年の４月１日か

ら７月の３１日まで、３０日かな、３１日かな、少しわかりませんけれども、とめると。

それで、８月に結論が出るわけですから、その結論がどういう結論なのか、その結論を

もって再度、議会は議会として審議をするということも私は１つの方法であろうと、こう

思います。

議会には議会としての信義則がありますから、お約束したことは守ります。しかし、お

約束した背景も理解をしていただけなければ、今後お約束することはできないと、これも

議会の原則ですから、近隣の方たちの思いは思いとして十分に理解しているつもりであり

ますけれども、少なくとも８月に出るのであれば８月までお待ちしましょうと、お待ちし

ましょうというのは、４月１日から受け入れることはできませんと、こういうことであり

ます。これも一つの考え方として堅持すべきものであろうと、私はそういう意見を持って

いるわけであります。

少なくとも、話はもとに戻りますけれども、もうまとめますが、柳泉園組合としてその

仕事を充実させてきた背景には、とにかくごみの量を減らしていこうと、燃やすにしても

環境の悪化というものを最大限にとめていこうということで、議会も職員も関係者も、そ

して地域住民も総意の中で現在あるわけです。ですから、そういう中で、どうしても小金

井市のごみを受け入れざるを得なかったと、この背景は背景として私どもは一定の理解を

示したつもりです。お約束もしています。ですから、そのことを小金井市の市長、議会、

住民の方も十分理解をしていただきたいと。それで、８月に結論が出るというのであれば、

４月１日からは受け入れないで、その結論を見守りましょう、どういう結論が出るのか。

それまでは受け入れることはできませんと、これは先ほど言いましたように議会の信義則

の問題だと私は思います。３月３１日までは受け入れますよ。これは私の意見を言ってい

るのであって、そうしなさいとか、そうすべきだということではありませんけれども、今
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までの流れからいったらそういうことになるだろうと私はそう思っているんです。

ですから、小金井市の方たちは自分たちの問題ですから、今まで以上に深刻に受けとめ

ていただいて、まあ、私がそんなことを言う権限はありませんけれども、少なくとも関係

のいわゆる組合には御迷惑をかけているという前提に立てば、もう１年お願いしますとい

う話はどこから出てくるんでしょうかと、あえて私は質問したい、そういうことになるわ

けであります。しかし、先ほどの管理者の答弁もありますので、この推移はきちんと見

守っていきたいと、また途中で意見も言う場面もあろうかと思いますけれども、まあ、偉

そうなことを言って申しわけないですけれども、これは小金井市のためにもぜひ小金井市

自身が結論を出すべき、一定の方向を出すべき問題であろうと、そういうふうにあえて踏

み込んで私は意見を述べさせていただいております。

行政報告は行政報告として了といたします。ありがとうございました。

○議長（篠宮正明） ほかにありませんか。

○４番（板垣洋子） 私も同じような質問をさせていただきたいと思います。

先ほど、課長から報告があったんですけれども、口頭ではなく、書面でそのブロック会

議の報告書みたいな議事録などは確認できないんでしょうか。

小金井市の問題が出たときに、広域支援のブロック会議の中で今後のことが話し合われ

ていくのかなと思いまして、前回かその前か、私は広域支援のブロック会議の予定をお尋

ねしましたけれども、そのときは何も決まっていないというお話だったと思います。

それで、ブロック会議の広域支援体制の実施要綱などを見ますと その前に、１年間

小金井市のごみを受け入れるというお話を聞いたときに、ことしの５月に国分寺市と小金

井市が協定というか、そのことについての詳しい話を決めていくので、それが過ぎなけれ

ば、その後についてはこちらとしても話を進められないという御説明を聞きました。それ

で、５月に小金井市と国分寺市の話し合いが行われて、国分寺市と小金井市では新たに覚

書を締結していると思うんですね。そうなったときに、今、国分寺市以外で受け入れてい

るごみについてもどうなったのかについては、私たちが受けているこのことは広域支援と

いうことです。それならば、そのことについての対応というのはその５月以降に広域支援

の支援体制を行うためのブロック会議か協議会の中で話し合われるべきだと思っていたの

で、やはりそのことは明確にしていただきたいと思いますので、そのことができるのかど

うなのか、課長がお話しされたことはとても重要なことだと思うので、書面で示していた

だきたいと思うんですけれども。
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○総務課長（大野常雄） 当日の議題の中でお話はありましたけれども、議事録をとって

その後の結果について配布されたということはありません。ただ、会議の中で、先ほど申

し上げましたように、平成２０年度の今後の広域の体制については話し合いとして出てま

いりました。

その中で、柳泉園組合の関係ですと、１３の市と４つの一部事務組合がこの第２ブロッ

クに入っていますが、各市の担当の方、それから一部事務組合の方が出席された中で、今

申し上げましたように、平成２０年度も広域支援で引き続き平成１９年と同じように継続

でやっていくことがその席で確認をされたということで先ほど申し上げたところでござい

ます、特に書面をもって各団体にその旨が配布されるということではなく。

今後の形としては、前回、平成１９年度もそうなんですけれども、小金井市が、平成

１９年度と同じように、それぞれの各団体に平成２０年度の広域の支援をお願いしていく

という形になると思います。あくまでも第２ブロック会議というのは全体の会議なもので

すから、その中でそういう広域支援としてやったものについての実際の対応は小金井市が、

先ほど言いましたように、来年にかけて各団体にそれぞれ働きかけをしていくということ

になると思います。

○４番（板垣洋子） 広域支援の実施要綱の中には、先ほど柳泉園が受け入れていること

は広域支援だと確認しましたので、広域支援を行うときには広域支援の内容及び方法を定

めた協定書を締結するものと書いてあるんですけれども、これは実際にはどこにあるんで

しょうか。それを私たちに示していただいたんでしょうか。

○総務課長（大野常雄） 平成１９年度において、今、議員がおっしゃるような形で、各

団体がそこに例えば記名して全体としてそれを持っているということはございません。あ

くまでも、先ほど言いましたように、全体の位置づけとしては第２ブロック会議の中で広

域支援として決めました。やっていこうと、各団体がそれで確認したわけです。その結果

を受けて、それぞれの団体あてに小金井市が単独に広域支援をお願いしますということで、

柳泉園と小金井市の間ではこういう形での契約がございますけれども、第２ブロックとし

て各団体で協定を結んでいくということにはなっておりません。

○４番（板垣洋子） すみません。では、この要綱の中に書いてある 市町村などあら

かじめ広域支援の内容及び方法を定めた協定書を締結するものとすると書いてあるんです。

ここに協定書を締結するものとあると書いてあるんですけれども、このことについて、少

し今の説明ではわからなかったので、ごめんなさい、もう一度お願いします。
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○総務課長（大野常雄） これは、全体としての関係でございます。各市長、それから一

部事務組合の管理者が当時この協定書を結んでおります。全体としてやっております。

○議長（篠宮正明） 暫時休憩いたします。

午前１０時４９分 休憩

午前１０時４９分 再開

○議長（篠宮正明） 休憩を閉じて再開いたします。

○総務課長（大野常雄） 先ほどから申し上げているとおり、多摩の広域支援体制実施要

綱というのがございまして、これは平成６年９月に施行されております。その後に平成

１２年の３月に一部改正されておりまして、先ほど言っております全体としての協定の締

結は、平成６年当時、この広域支援を行うということを柳泉園組合を含めた関係市の市長、

それから一部事務組合の管理者等がこの協定の中に組み入れて、それぞれが締結を行って

いる。その部分だけが現在も生きているというのが現状でございます。

○議長（篠宮正明） 暫時休憩します。

午前１０時５０分 休憩

午前１０時５１分 再開

○議長（篠宮正明） 休憩を閉じて再開いたします。

○総務課長（大野常雄） 私どもの説明の仕方が悪かったんですけれども、この広域の協

定、当初始めたときに、各団体の市長、それから一部事務組合の管理者等で締結はしてご

ざいます。今回、平成１９年度に当たって、改めて第２ブロックの中で今言われている管

理者なり各市長がその広域についての協定を結んだのかということになりますと、これは

結んでおりません。あくまでも小金井市と受け入れをする側の団体ごとに個別にこの広域

支援については契約締結をしているということでございます。

○４番（板垣洋子） わかりました。先ほど、ここに書いてありました広域支援の内容及

び方法を定めた協定書というのは、この要綱ができたときに広域の支援が必要になったと

きに協力体制をしますよという協定書だったということはわかりました。

それで、今、御説明あった個別に何かお約束したものがあるという……。

〔「４８９トン」と呼ぶ者あり〕

○４番（板垣洋子） そうですね。それは私は小金井市の廃棄物を出す年間の計画に基づ
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いて分けた量かと思っていたら、この平成１９年度一般廃棄物処理計画が小金井市で出さ

れて、それを見ますと、それはこちらとして受け入れられる最大量がそれだということで、

支援をする団体ごとの総量を足した場合に小金井市の計画よりも何かオーバーするように

なっているので、柳泉園で受けている月々のごみが、受け入れるという量よりも少なく

なっていたとしても、実際の小金井市のそれは努力目標でそうなっているかどうかという

のは必ずしも同じ結果にはなっていないということがわかったんですけれども。

では、先ほどから、説明のあります小金井市がどのように努力しているのかということ

については、具体的にどのように把握されているのかはこの柳泉園組合議会の中ではなか

なか確認ができませんでしたので、私もいろいろ小金井市の人にお聞きしたり、ホーム

ページなどで確認したんですけれども、そのような状況の中で、どうやって今後、近隣住

民の方に理解をしていけるのかということがこれまでの説明ではまだ不明確だなというの

が印象でございます。

それで、小金井市と国分寺市が５月に今後についてお約束をしているわけですから、そ

の後について当然こちらでもどういう方向にしていくかはより具体的な計画が話されると

思うんですけれども、それが先ほど説明のあったブロック会議なのでしょうか。ならば、

そこでもこのごみ処理計画の集約や報告に関する詳しいことが行われているはずなので、

そのことはやはり示していただきたいと思うんですけれども、口頭であったのでというあ

いまいなことで私たちは受け入れるべきなんでしょうか、そのところが私にはどうも理解

ができないんですけれども。

○管理者（野崎重弥） まず、先ほど総務課長が御報告をさせていただきましたように、

第２ブロックの会議では、ぜひ来年度も小金井市のごみの広域支援ということに取り組む

べきだという話があるということは、これは先ほど申し述べたとおりでございます。しか

しながら、私どもは、受け入れる側としてそのことがどうなのかということはやはり一定

の考え方を持って臨まなければならないだろうと思っております。それは先ほど上田議員

からも御指摘を頂戴いたしたわけでございますけれども、１年目を受けたから２年目も当

然あるという考え方は持っておらないということでございます。それと同時に、先ほどか

ら、御答弁申し上げておりますように、小金井市の汗のかきぐあいがどうだったのかとい

うこと、これはなかなか理解しがたい部分があるかもしれません。

一番考慮していかなければいけないのは、８月に市民検討委員会の中で新焼却施設の予

定候補地を決定するということがまずあると私は思っております。つまり、そこで当然の
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ごとく候補予定地が決定をする、それが大前提のまず一つだと私は思っています。これは、

小金井市がみずからの努力の結果として自分たちの市内にそういった施設をつくっていく、

そのことに向けての努力というものがまず必要なのではないかと思っています。

翻って、支援をしている柳泉園組合としては、来年の３月までは契約があるわけでござ

いますから、これは受け入れますと。しかしながら、今後大きな課題となりますのは、小

金井市が予定候補地を決めていないのに、決める努力をまだ結果としてあらわせていない

のに平成２０年度も受け入れるのかと。先ほど上田議員からは４月から７月までは当然考

慮するべきだと、小金井市が予定候補地を決めてからその後の話だという御指摘もあった

わけでございますけれども、私もやはり基本はそこだろうと、それがあって次のステップ

に入るというのが一般的な考え方ではないかとは思っております。ただ、これも、今後、

先ほど御答弁申し上げましたように、臨時の近隣自治会との協議会を開かせていただきた

いと思っていますから、その席でのさまざまな御意見等もいただきながら最終的に判断を

していく必要があるだろうとは思っております。

○議長（篠宮正明） 板垣議員、いいですか。

○４番（板垣洋子） はい。

○５番（小峰和美） 先ほどから、我が市の板垣議員の質疑の中で、まず、説明責任がで

きていないと私は理解するんです。というのは、困っているからこの柳泉園組合が受ける

ではなくて、管理者は、小金井市の努力、こういう減量の努力をしていて、でも、ぜひお

願いするという管理者に対する説明責任が僕はまだ欠けているんではないかなと思うんで

す。ごみ減量というのは、ごみはやはり生活廃棄物ですから、当然生活をその市でやって

いるのは私も理解しないわけではない、困っていることもわかります。ただ、それを管理

者が、小金井市がどこまで説明して、ごみ減量を 今とりあえず小金井市ができること

は、ごみ減量に努めなければいけないことです。それをまず管理者に説明して、それを

我々議員に、小金井市もこれだけ減量に努めて、でも、予定地ができる間までも施設が稼

動するまでもできるだけ各市に負担をかけない、そういう施策を講じているという説明責

任がまず足りないんではないかなと。それを管理者が直接、小金井市に対して問いかける

べきではないか、そして我々に小金井市の状況を説明しなければ我々は納得できないんで

はないか、そういうふうに私は板垣議員の質疑の中で理解したんですが、その点はどうな

んでしょうか。

○管理者（野崎重弥） 小峰議員から御指摘を頂戴いたしましたように、小金井市側のこ
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の１年間の努力ということも、正直申し上げまして数字的なものはまだ示されておりませ

ん。そういった意味では、小金井市側の説明責任というのが十分に果たされているかとい

うことは少し考えなければいけない点だろうとは思います。

ただ、それも１点大きな課題としてあるわけでございますけれども、誤解を恐れず申し

上げさせていただくとするならば、自分たちの地域から出ているごみは毎日発生をするわ

けでございます。その関係の今後の処理の方法をどうするべきかということも明確な解決

策を持ち得ない段階で二枚橋衛生組合の解散を決めてしまうとか、そういったこと自体の

ほうが、他団体のことですから余り言い過ぎてはいけないのかもしれませんけれども、そ

ういったところにも問題が私はあるのではないかとは思っております。

ただ、私どもが受けとめなければいけないのは、現実問題としてもう小金井市がこれま

で焼却処理をしていた二枚橋衛生組合は現実的に稼動はしていない、なおかつ解散も決定

している。しかし、ごみの焼却、持っていき場所、それは明確になっていない。そういっ

た中で広域支援の協定が現実としてあると。そういった中で、今後、私ども柳泉園がどう

いった判断をしていくか。これは小金井市側にも十二分に説明責任を果たしていただきた

いと思っておりますし、柳泉園組合としても、議会、そして近隣自治会の皆様方に説明責

任は果たしていかなければならないと思っておりますので、今ほど御指摘をいただいた件

につきましては今後十分留意しながら、私どもは柳泉園組合として説明責任は果たしてい

きたいとは考えておるところでございます。

○８番（原正子） では、まず、この小金井市の問題に関連して私も伺わせていただきた

いと思います。

今、やりとりの中で、第２ブロック会議ではこの広域支援の体制は今後も続けていくと

いうことを確認したと総務課長はおっしゃいました。第２ブロックではこれは受け入れる

と確認したということは、小金井市が柳泉園に個別にこれをまた、もう１年か半年なのか

わかりませんけれども、ぜひとも御協力いただきたいと言ってきた場合に、柳泉園として、

ブロック会議で確認をされていることに対して当組合ではそれは受け入れがたいというこ

とが果たしてどこまでやれるのかどうかということが私にはよくわかりません。そこで確

認されているということであれば、第２ブロックの中で合意されていて、当然ながらその

一端をこの組合が担っていくという前提があるのではないかと考えるからです。ですから、

その点をもう少し明確にしていただきたいと思いますし、何か口頭でとかということが多

過ぎて、この広域支援の実施要綱をつくられたときには、何か緊急のことがあったらそう
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いう体制をとりましょうと、そのときは協定書をつくりましたとおっしゃっていますけれ

ども、本来であれば、こういう自体が発生して、個別に契約をして、その個別のものはあ

るということですけれども、広域の中でもそういうものがあってしかるべきではないかと

いう感じを持ちます。

それから、昨年の１１月２８日にこの議会として小金井市と小金井市議会に対して申入

書を出していて、その中では具体的な計画を早くに明らかにしなさいということを求めて

いるわけでして、私はどうしても腑に落ちないのは、なぜ来年の８月までそれがかかるの

かということです。１年しか受け入れませんよという前提でこの柳泉園がごみを受け入れ

ているのにもかかわらず、ほかの組合もそうだと思いますけれども、そんな中で、計画を

本来であれば年度じゅうに何とかという努力がされてしかるべきだと思いますし、何か小

金井市の状況をいろいろと伺っておりますと、候補地の選定といったところも、これはわ

かりませんけれども、果たしてそれが８月までに本当にできるのかどうかというのも大変

怪しいと思わざるを得ないと感じます。これは、管理者、どうでしょうか。私と同じよう

な意見をお持ちではないかと思いますので、その点の意見もぜひとも聞かせていただきた

いところです。

それから、少しこれからは外れますけれども、「行政報告資料」の２ページ、３ページ

になりますけれども、この随意契約、専門的な知識を持っているところがここだから随意

契約をするということでお話をいただきましたけれども、随意契約をするときの予定価格、

これはもちろんいろんなものを積算してこれが出てくるんだろうと思いますけれども、契

約金額が余りにも微妙に少しだけ安いみたいな感じになっていることもよくわかりません、

私には。本当に必要であれば、予定価格より高かったり、うんと低かったりということ

だってあるのではないかと思われるわけですが、この随意契約がどうしても何か不透明だ

なと感じるところが、予定価格をどういう基準で出しているのかというところが、私たち

自身が全部示されたところで専門的な知識に乏しいわけでして難しいことかもしれません

が、こういう積算をしてこういう価格が出ていますというところまで実は示していただき

たいなとは思っていて、そのことを１点伺います。

それから、ダイオキシン類濃度の測定が３号炉とほかの１号炉、２号炉ではけたが少し

違っていたと思うんです、今回。それは何かございましたでしょうか。８ページになりま

すかね、ダイオキシン類の測定結果というところを見ますと、排ガスのところの数値がす

ごく違うという感じを受けていまして、これを説明していただきたいと思います。決算の
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中でも少し同じ状況があるので伺ってみたいと思っておりましたが、お願いします。

○管理者（野崎重弥） 私から御答弁させていただかなければならない点が２点ございま

した。

まず、第２ブロックの会議で支援を決定したと、それは私も会議後、報告を受けており

ます。そういった中で、第２ブロックとして決定をしたものを柳泉園がそのメンバーの一

員として拒否することができるのか、要はそういうことなんだろうと思います。私は、基

本的に、当然、会議で決定したわけですから、それは尊重しなければいけないだろうとは

思っております。

しかしながら、２点目の問題と関連をするんですけれども、あくまでも契約は来年３月

まででございます。決定をしたのは４月以降の問題であるわけでございますけれども、そ

の段階ではまだ小金井市は予定候補地も決まっていないわけでございます。つまり、予定

候補地も決まっていない段階で平成２０年度の支援を行っていくのかということが私は大

きなポイントになるのではないかなとは思っております。

先般、小金井市長からお話がありましたときに、私は、８月に報告が出るということは

伺っておりますけれども、それを前倒しで報告していただくという方法はとれないんです

かということもこれは正直申し上げました。しかしながら、これまでの会議の流れ等々を

考える中では、それは大変厳しい状況だというお話も頂戴いたしました。そういった中で、

私は、今の段階で４月以降の支援をするということは申し上げられませんと、白紙ですと

いうことは申し述べさせていただいたところでございます。

ですから、私は基本的に、平成２０年度、議会や住民の皆様方の御理解を頂戴できれば、

第２ブロックで決定をしたわけでございますから、それは尊重していかなければいけない

だろうとは思っております。しかしながら、その前段となる小金井市がどういった努力を

支援してもらう側に示せるのか、つまりきちんとした候補地の決定ができるのか、もっと

突っ込んで言えば予定候補地をきちんと示して支援要請をするのが筋ではないか、私は端

的に申し上げさせていただければそのように考えておるところでございます。

○議長（篠宮正明） 随意契約。

○総務課長（大野常雄） 随意契約の中での予定価格と契約の差が少ないという理由等と

いうことになっておりますが、この当該施設、ほかの施設もそうなんですけれども、施設

特有の特殊製品というものが使用されております。これは技術的にも専門の技術に精通し

ていることが必要なため、他の製品との価格の比較がなかなかできない部分も一部ござい
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ます。

なお、工事の施工に当たっては、その施工業者に対して機能、性能、それから補修部品

の供給及び補修能力等について仕様書をきちんと提示いたしまして、この見積額及び内容

を当組合で精査した上で判断していくということでございます。

○議長（篠宮正明） もう１点、ダイオキシン類。

○技術課長（櫻井茂伸） それでは、ダイオキシン類のことについてお答えいたします。

ダイオキシン類は、通常、炉の廃掃法上 廃棄物の処理の法律の中で、炉の中の温度

を８５０度以上に保ちなさいとか、それからＣＯ、一酸化炭素を１００ｐｐｍ以下に運転し

なさいとか、そういう形で通常運転しております。その中で、少し専門的になって申しわ

けございませんが、ダイオキシン類は生成としてベンゼンという化学物質と、それから塩

素というものがくっついてできるんですけれども、基本的に測定値については有効数字２

けたを出しなさいとなっているものですから、こういう小数点の、少し言い方があれです

けれども、丸が６つとか４つとかという形になってきてしまうんですが、正直、ごみが燃

料なものですから、その中で今お話し申し上げた基準で焼却炉を運転していれば規制値を

守れるという形になると思います。

その中で、では、これは何でこの数字が、この場合ですと２けた違うと思うんですが、

正直なところ、そういう燃焼状況のところまでは、少し申しわけないんですけれども、わ

かっていないというのが現状です。ただ、公害の防止としては、そういう形で技術的に

８５０度以上、それからダイオキシン類のＣＯとして１００ｐｐｍ以下、その他にもいろい

ろあるんですけれども、そういうことでやりなさいということになっております。

○助役（森田浩） 申しわけございません。随意契約の関係で少し補足させていただきた

いんですけれども、先ほど、課長が基本的な考え方を答弁させていただきましたが、随意

契約ができる条件というのは、自治法で決まっておりまして、代表的なものについては時

価に比較して著しく有利な価格で契約ができる場合とか、６項目ございますが、今回のこ

の随意契約についてもこの基本規定により実施しているところです。

具体的にお話しさせていただきますと、例えば今回のクリーンポートの電気・計装装置

点検整備の契約につきましては、予定価格というのは、当然これについての設計等は柳泉

園組合の職員ではできません。非常に専門性が高いものですから、これは、柳泉園に限ら

ず、どこの処理施設でもそうだと思います。したがいまして、当然、当該業者の見積もり

というものが基本になって、そこから予定価格の算定ということになっております。した
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がいまして、通常でいきますと、この予定価格イコール契約額と、随意契約ですから当然

そうならざるを得ないというのが実態でございます。他の業者ですと非常に価格が高く

なってしまうと。ですから、ここの業者と随意契約を行うというメリットがあり随意契約

しているわけでございますから、そういうところで、本来ですと、この予定価格と随意契

約の額が同一になるのが通常でございますが、いろいろ担当のほうでその業者と協議する

中で少し下げていただくとか、協議の結果、こういう形で下がっているということでござ

います。

○８番（原正子） ありがとうございました。小金井市のことは、管理者もこのままの状

況でただ単に平成２０年度も、では、そんな状況があるから受け入れましょうということ

にはなりませんよというはっきりとした意思表示をいただいたと思っています。ここのご

み処理施設自体も、近隣の方たちには大変な思いをしていただいて運営が行われていると

いう状況でして、さらにそこにやはり他市のものを持ってくるということには大変大きな

抵抗があるという状況がありますので、それはぜひともはっきりと小金井市にその点はこ

ちらの意思もお伝えしていただいて、もちろん伝わっているとは思いますけれども、そし

て早期に、来年の８月と言っているのもいかが何でもどういうことという感じを個人的に

はすごくします。何で年度中に結論を出せないのかと、それは少し腹立たしいというとこ

ろもありますし、これは幾ら言っても仕方がないと思いますけれども、ぜひともそういう

視点でしっかりと、小金井市に対してはずるずるということではないということをはっき

りとしていただきたいということをこれは要望します。

それから、随意契約ですけれども、私は以前にもここの議員をさせていただいておりま

したときにも同じような説明をいただきまして、これはもうこの業者しかできなくて、見

積もりも当然その業者がしたものなので、ほぼそれに近いもので契約がされるのだという

お話も伺っていますけれども、そういう中でも何か見積もりで細かな数字をいろいろと積

み上げてこの数字になって出てきているんだろうと思うので、そういうものが開示してい

ただけるのであれば私たち議員には見せていただくということがあってもいいのではない

かとは思いますけれども、この辺も何か専門性の部分にかかわるので見せられませんとか、

情報公開を求めれば黒い何かが塗られて出てくるという種のものでございましょうか。一

たんこの新炉をつくったときにかかわっていた業者がもうずっとその専門性を持ち続ける

のは当然なことでして、この施設が次に建て替えをしますとかということの間、永遠にこ

れを続けるということも、やはり市民にとっては、なぜそれが、ほかができるかもしれな
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い、高いからやらない、これが一番いいんだという説明だけではもう納得できない状況が

私は今、市民の中にはあると思っておりますので、積極的な情報公開を求めたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

それから、ダイオキシン類の発生のメカニズムは私もわかりませんけれども、割と３号

炉が意外と数値が低いというのが、次の決算のところで示されている同じ日に３つ行った

ものでも同じ状況が少し見受けられるものですから、炉の何かがあるのかなと思ったりし

たので伺ってみました。ダイオキシン類はやはり焼却すればゼロではなく出るということ

を私たちはやはりしっかり意識して、ごみの処理についてはそういう事態があるんだとい

うことの認識のもとにやっていくということであれば、本当に小金井市のことについても

頭が痛いとすごく思います。

１点、随意契約のところについてはもう一回答弁をお願いします。

○助役（森田浩） 情報公開との関係でございますが、基本的には公開の原則にのっとっ

てやはり公開していくというのが原則だと思います。その中で、この契約関係につきまし

ては、積算する際の個々の単価につきましては非公開ということでやっております。ただ、

それをある程度積み上げまして、一定の何々工事一式幾らというのが工種別に積み上げた

ものについては公開できるんではないかとは思っております。ただ、それは契約の段階で

見積書として必ず添付していただくようになっておりますから、公開の対象になると考え

ております。

ただ、個々の単価になると、これは東京都との関係もございますし、今非公開というこ

とになっております。

○議長（篠宮正明） 少しいいですか。１時間２０分ぐらい経過していますので、一回休

憩をさせていただきたいと思います。

ここで１０分間休憩をいたします。再開、１１時３２分。

午前１１時２２分 休憩

午前１１時３２分 再開

○議長（篠宮正明） それでは、休憩を閉じて再開いたします。

１１時３０分に坂口副管理者、公務のため、退席をいたしました。

それでは、引き続き質疑を続行いたします。

○７番（長谷川正美） 先ほどの小金井市の問題については、この来春の判断を誤ると、
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５年、１０年どころかもうそれ以上、土地が決まらないとか設計もできていないとかとい

う段階で一歩前へ進んでしまうと、それがずっと続いてしまう可能性があるので、その辺

についてはよくよく御留意願いたいと思って、これは要望で結構ですので、御配慮をお願

いしたいと思います。

それと、質問というと、少しここでなのかな、あるいは決算でなのかなという部分もす

るんですけれども、以前に私、もうそれこそ随分前の話になるんですけれども、部品を購

入した、あるいは機械をユニットであるいはアセンブリーで購入した、そういうのが私た

ちの常識からすると、例えば破砕機のつめ１つでも当時でも１，２００万円とか１，１００万

円とかと言われた気がするんですけれども、そういったものの管理というものがどうなさ

れているのかと私が指摘したときは、これからは報告するようにしますと、もう絶対作為

的なことはございませんのでと、私が指摘したときでも１，０００万円単位であったんです。

購入の起案書からずっと追いかけていって、それがどうなったかというてんまつを探って

いくと、それがどうしたのかどうしてもわからないということが過去にあったんですよ。

だから、それは記載を、記帳といいますか、記録を確実にとって、ここで買ったものはこ

こで、それこそ廃棄したという記録でもいいと思うんですよ、それがそういうことであれ

ば。あるいは処分して売りさばいたということもあるかもしれません。そういった記録が

行政報告というものの中に一切いまだにないのかなということで少し不思議に思ったもの

ですから、その辺がどうなっているのか、お聞かせ願いたいと思います。

それから、１９９７年でしたでしょうか、いわゆる京都議定書ができて、いろんな形で

各事業所が努力をしていかなければいけないとみんなで認識したはずなんですけれども、

この柳泉園では、例えばＣＯ２ の削減についてどういう努力をなさって現在に至っている

のか、あるいはどういう計画があるのかということが行政報告にももう出てしかるべきの

ような気がするんです。もう来年でしたかね、たしかもう約束期間、具体的に減らしてい

くということを約束していくことに努めなければならない、もうそういう約束履行の日程

に入ってくると思うんですけれども、その辺のことがどうなっているのかということにつ

いてもお伺いしたいので、よろしくお願いいたします。

○議長（篠宮正明） ２点でよろしいですね 。はい、答弁お願いします。

○技術課長（櫻井茂伸） それでは、地球温暖化の関係でございますが、柳泉園組合では

地球温暖化対策委員会というのを設けておりまして、その中で５カ年計画で今計画を実施

しているところでございます。具体的に言いますと、少しこれも専門的になって申しわけ
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ないんですけれども、クリーンポート内にドレントラップというのがあるんですけれども、

蒸気を水に変えて、それをまたもとに戻す形のものがあるんですけれども、そういうもの

が例えば穴があいてしまっているとかそういうことがあると、蒸気が垂れ流しになって熱

源として使えなくなっている、そういうものを見直すとか、あと、ランプですね、今皆さ

んの御家庭でもあると思うんですけれども、こういう４０ワットのものを３５ワットにす

るとか、そういう形で今現状行っております。

それで、これが東京都のホームページにそういう形で柳泉園もたしか評価Ａでいただい

ております。それで、また、これもその中で東京都からヒアリングとかいろいろありまし

て、今も報告書を提出している状況でございます。

あと、部品の関係でございますが、クリーンポートでは、今年度お願いしている設備台

帳システムで、事細かに部品がどういうものに使ってどういう形で今残っているとか、そ

ういう形が出るようになっているんですが、今この行政報告にはそういう形で報告はされ

ていないんですが、議員がそうおっしゃっていただいていますので、少しこれは検討させ

ていただくという形でよろしいでしょうか。

○７番（長谷川正美） 少なくとも、今の部品の話ですけれども、総額であれ何であれ話

のきっかけになるぐらいの記録表示というものは行政報告の中にきちんとしてしかるべき

だと思いますし、それも私が２０年も前に指摘したことが悪い言い方をすればまだできて

いないということでございますので。たしかそのときには細かい表示というか記録はつい

ていたんです。それで、私が見た段階で抜けているものがありますよという指摘をしたん

ですよ。だから、基本的にはあるはずなんです、柳泉園組合には。ですから、それをどこ

かでもう少しまとめた形でも結構ですので表示をいただいて、これだけの部品を交換しま

したとか、そういったものがだんだんわかるようになってくると、ある意味では部品の単

価とか、そういう専門的なことなんかも議会の側でも認識できるようになってくると思い

ますので、その辺については記録にあらわすことをぜひしていただきたいと思います。

それと、温暖化対策ですけれども、何かまだまだ抽象的で、役所でも一般にできるよう

なことをしてもらえるのかな、その評価がＡであるということのように受けとめられたん

ですけれども、例えばこのプラントそのものから出る排煙のＣＯ２ というのはどう計算し

ているんですか、よくわかりませんけれども。私のときには、前の話ばかりして申しわけ

ないんですけれども、ダイオキシン類なんかも、近隣の方々が心配していらっしゃるとい

うのであればすべて検査結果を公表しなさいということだったんですけれども、やれどこ
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か検査機関とか大学とか検査していて検査結果がまだ出ませんみたいなことで、私の在任

中にはとうとう検査結果が出ないで終わったんです。そういったことなんかも、例えばこ

の環境の問題から考えましたら、ＣＯ２ の削減計画なんかももっともっと積極的な、プラ

ントそのものにもかかわってくるような この間、オリックスの施設を見学させてもら

いましたけれども、あそこにはＣＯ２ を出し続けているなんていう表記はなかったです。

１００％資源化されている、循環されているという表現であったわけですけれども、そう

いった未来構想なんかも含めていろんなことを今後は考えていかなければならないと思い

ますし、私たち議会にも、近隣市民の皆様に対してもそうですけれども、わかる形で、例

えば報告にしても温暖化対策はこういうふうに進めていますよと、Ａの評価を受けている

というのであればそのＡの評価の内容はやはり記録にとどめて議会にもわかるようにして

いただきたいと思うんですけれども、その辺についても考え方を聞かせてください。

○議長（篠宮正明） 暫時休憩いたします。

午前１１時４２分 休憩

午前１１時４２分 再開

○議長（篠宮正明） 再開いたします。

○助役（森田浩） １点目の備品の管理ということでございますが、現在、柳泉園として

年間いろんな形で改修しているんですけれども、それの工作物の年度末現在高とか、その

年度にどう移動したかというのは、工作物ごとにこの決算資料に示してございます。ただ、

金額は示してございません。

それで、今御指摘いただいております、例えば一つの工事を行って、その工事がどうい

う名称でどういう工事を行って金額は幾らだったかというのは、契約書、今回のこの契約

の状況でお示しできるんですけれども、もっと詳しい例えばその工事の内容の個々の機器

が幾らだったというところをこの行政報告の中に入れるとなると、どこの範囲まで入れて

いいのかということもございますし、非常に難しい問題ではないかと感じているんですけ

れども、どの範囲までをこの中に記載すればいいのかということは今のところ少し私ども

で考えているんですけれども、なかなか難しいなというのが実感として今受けとめている

ところでございます。

○７番（長谷川正美） 今の部品の話ですけれども、そう言ってしまったら何もわからな

いというのが現状として議会にも残っちゃうと思うんです。私がそのとき聞いたのも、破
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砕機のつめは幾らなのかと、そうしたら１，１００万円とか１，２００万円とか言っていまし

たけれども、１個の部品がそれだけするものなんだといって、ほかの部品を調べてみたら、

買うときの明細までは見つかったんですけれども、それがどうなっていったか、どう処分

されたかというのは、最後のものがなかったわけですよ。ないということだけがわかった

んです。だから、確かに廃棄処分したはずだと、それ以外考えられませんという当時の報

告でしたけれども、でも、今後はそういうことがないようにしますので、何かそういうや

ましいものはないんですという説明で私はそのときに了解した覚えがあるんですけれども、

そのときの話として、今後、記録できるものについては細かに記録して遺漏のないように、

また、公表も努めますという話だったものですから話をさせていただきました。今後とも

ぜひそういう努力をしていただきたいと思いますので、要望にとどめますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（篠宮正明） ほかに。

○２番（野島武夫） ２点質問させてもらいます。

まず、小金井市のごみの問題で、年明けに近隣住民との臨時の説明会をされるというお

話だったんですけれども、また、私たちも判断するに当たって、やはり口頭でというより

もしっかりとした書面を見て判断しなければいけないのかなという思いをしています。小

金井市の努力、今までどういう形で減量化への努力とか、また、市民検討委員会が行われ

ているということで、そういうところの議事録の大まかな要旨とか、ある程度今までこと

し積み上げてきた経過という、そういうものを書面にしたものを出していただくといいの

かなと思っているんですけれども、そういうことが可能なのかどうか。

それからもう１つが、先ほど１００％再資源化という形で視察に行ったオリックスの施

設を見させてもらいまして、ダイオキシン類等を出さないということで熱を１，５００度、

２，０００度にしてという形で、一方、ここの柳泉園は８５０度以上という形なんですか。

やはり環境への配慮等を考えるとかなり先進的だなと思いまして、１つは、このオリック

スの炉の技術というのは、柳泉園のこのクリーンポートをつくる当時、ある程度確立され

ていたシステムなのか、それともある程度もう最新の型なのか、その辺を少し確認させて

ください。

もう１つ、施設を見ていて、高温にするということで圧縮プレスで最初に水を抜いてい

るのを見させていただいて、やはり高温にするために、ここだと家庭ごみなど、生ごみな

どはやはり水分が多いというので、非常にこのクリーンポートでもいかに温度を上げるか、
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燃やすかというので苦労されていたかと思うんですけれども、クリーンポートのこういう

炉の説明を見ると、その辺の最初にごみの水を抜く圧縮プレスみたいなものは入っていな

いんですけれども、どこかに入っているのかどうか、そういうのを今後増設でつけられる

ものなのか、確認させてください。

○技術課長（櫻井茂伸） それでは、ダイオキシン類と今、議員のおっしゃった圧縮プレ

スの関係についてお答えしたいと思います。

ダイオキシン類は、厄介なところといいますと、例えば１，５００度で分解しても必ず

戻ってしまう、３００度域になるとまたダイオキシン類は再生成してしまうというのがあ

るんです。ですから、燃料中に塩素とベンゼンが入っていますと再生成をするところがど

うしてもあるものですから、私どもの炉のところではテールエンド型という形、ヨーロッ

パの形のボイラーなんですけれども、例えば８５０度、実際９５０度ぐらいでは燃焼して

いるんですけれども、そこで分解したものを再生成の時間を短くするために４００～

３００度域のところをその間、長く保たないですぐに温度が下がる形の焼却炉になってお

りまして、ちょうどダイオキシン類問題の過渡期のときにこの炉が建っているんですけれ

ども、その当時としては１５０度まで温度を下げるということによって、ガス体で存在し

ているダイオキシン類をバグ、要するに皆さんの御家庭にある掃除機のふるいのようなも

のですけれども、そういうものでとるという形になっております。

それから、圧縮プレスのごみの水分の関係なんですが、なぜ水分がだめかと申しますと、

約６００キロカロリーという潜熱というもともと水分の中に入っているものがありまして、

その水分を飛ばさないとごみが燃えていかないわけです。そのために約６００キロカロ

リー分の熱量を新たに加えなければいけないものですから、やはり水分はなるべく減らし

てごみを出してくださいということになるんですけれども、私どものところにはプレスと

いう機械はついていないんですが、運転としてその日に来たものをすぐに燃やさないよう

にして、例えばピットの中に、ごみのためるところなんですけれども、そこへ例えば１日

とか２日置いて、それで少し、まあ、自然乾燥になってしまうんですけれども、そういう

形で水分をなくして燃やす努力は今しております。それで、１日に大体平均しますと

２１０トン以上のものが入ってくるんですけれども、これらをすべてプレスしてというと、

かなり膨大な設備になってしまうので、イニシャルコストがかなりかかってしまうのかな

と思うんですけれども、少しそこのところは正直、機械的には難しいかなと思っておりま

す。
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○管理者（野崎重弥） 小金井市の検討委員会の議事録を議会に出してほしいということ

でございます。大変恐縮でございますけれども、小金井市の市民検討委員会の会議録は小

金井市のホームページの中で公開がされております。こういった申し上げ方は大変失礼な

言い方になりますけれども、ぜひそれらを御参照いただければと思っております。私も、

すべてではありませんけれども、少し見る範囲では、具体的な候補地選定の議論には入っ

ていないなというのを正直感じるところではございます。今後、当然、小金井市サイドで

も、来年８月が期限になっておるわけでございますから、そういったことについては十分

御努力をいただけるものとは考えておるところでございます。

○２番（野島武夫） あともう１つ、要するに私たちが判断するに当たって、また、近隣

自治会の方も判断するに当たって、やはり小金井市の努力、先ほど管理者から、広報でい

ろいろと受け入れてもらっているんだという形でやられたと、そういう説明もあったんで

すけれども、やはりそういう箇条書きでもいいですから、こういう減量化への取り組みと

か、そういうものをやはりペーパーにして文書にして見せていただいたほうが、努力して

いるんだという口頭でよりもやはり文書化していただければと思うんです。ある程度ホー

ムページで公開されている議事録の中の、現時点ではそういうまだなかなか難しい状況だ

ということなんですけれども、本来は、いろいろな方が言われたように、中間報告だとか、

そういう形である程度、候補地の概要等、粗筋ができてから受け入れていくとか、そうい

うことをしていかないと、これはもう本当に私たちとしても何をもとに判断したのかと問

われたときに、そういう書面がないと、努力の成果というのは一切口頭での説明で、非常

に理解しがたいなという状況なんです。その辺で、そういう資料等、どういう形で作成さ

れるのか、あくまでも口頭で説明していくのか、広域支援だからという一言で済む問題な

のかなという思いはしているんですけれども、その辺、詳しい資料請求を小金井市に、受

け入れるに当たってある程度の現在の経過、そして方向性みたいなものを要求してもいい

んではないかと思うんですけれども、その辺、見解を伺いたいと思います。

○助役（森田浩） 広域支援と直接関係ないんですけれども、小金井市が今後どのような

形で焼却施設を建設していくかというところにつきましては、現在、市民参加による選定

場所の検討委員会を含めまして、一定の計画、年度ごとの計画を小金井市民に対する説明

会への資料として提出してありますので、それをいただいておりますので、少し小金井市

と調整させていただいて、今後のスケジュールにつきまして、もし提出できるようでした

ら少し検討はさせていただきたいと思っております。
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○管理者（野崎重弥） 今、助役から御答弁申し上げましたように、小金井市の努力とい

うのはさまざまな点があろうかと思います。今、御答弁申し上げましたように、ごみの減

量化、減容化に向けての市民１人１人の取り組み、これはもう大前提だろうと思います。

しかし、私どもが最も重視しなければいけないのは、小金井市がみずからその市域内に本

当にごみの焼却施設をつくるという意思を持ち、予定地の選定ができるのか、私は大きな

ポイントはそこなんだろうと思っております。ですから、先ほどから、御答弁申し上げて

おりますように、そこが小金井市の最大の努力の点だろうと思いますから、それが明確に

なり方向性が明らかになる、このことが平成２０年度、ごみの焼却の支援をしていくとい

うことについての必須要件の１つではないかと私は思っております。

○２番（野島武夫） ありがとうございます。いろんな方からも出ていましたように、結

論が出るのになぜ来年の８月なのかという、だって、それまで、去年ある程度もう長い期

間をかけていろいろとこの問題はやってきたはずなのに、さらにまた約１年かけてやると

いう、そこでやはりそれなりの 時間をかければいいという問題でもない。これはやは

り緊急性があるから私たちもごみの受け入れをするわけなので、その辺でぜひとも管理者、

また、第２ブロック等でもそうなんですけれども、その辺の受け入れる側への説明責任と

いうのをしっかりと果たしてもらうようぜひとも投げかけていただければと思います。

○議長（篠宮正明） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（篠宮正明） ないようでしたら、以上をもって行政報告に対する質疑を終結いた

します。

ここで休憩いたします。再開は午後１時。

午前１１時５９分 休憩

午後 ０時５９分 再開

○議長（篠宮正明） 休憩を閉じて再開いたします。

○議長（篠宮正明） 「日程第５、議案第１１号、平成１９年度柳泉園組合一般会計補正

予算」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○管理者（野崎重弥） それでは、提案させていただきます。
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平成１９年度柳泉園組合一般会計補正予算（第２号）でございます。お手元の議案書の

１ページをお開きいただきたいと存じます。

歳入歳出予算の補正でございますけれども、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

億３，６００万５，０００円を追加し、歳入歳出それぞれ３４億９，２６５万６，０００円とする

ものでございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。ありがとうご

ざいます。

○議長（篠宮正明） 続いて、補足説明を求めます。

○総務課長（大野常雄） 補足説明を申し上げます。

議案第１１号、平成１９年度柳泉園組合一般会計補正予算について概要を御説明申し上

げます。

７ページをお開き願います。

歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。

１総括、歳入予算の款５繰越金を増額し、歳入を記載のとおり補正するものでございま

す。

次に、８、９ページをごらん願います。

歳出予算の款２総務費及び款５予備費を増額し、款３ごみ処理費を調整し、歳出を記載

のとおり補正するものでございます。

続きまして、１０、１１ページをごらん願います。

２歳入でございます。款５繰越金、項１の繰越金の増額補正は、前年度繰越金１億

３，６００万５，０００円でございます。その主なものは、歳入増が５，４４７万３，０００円、

歳出の不用額が８，１５３万２，０００円でございます。

次に、１２、１３ページをごらん願います。

３歳出でございます。款２総務費、目２総務管理費、２５積立金、７，０００万円の増額

補正は、地方財政法第７条に規定する決算剰余金の処分に準じまして、環境整備基金に

３，０００万円、施設整備基金に４，０００万円を積み立てる考えでございます。

なお、環境整備基金は、室内プール施設が設置されて２０年以上経過し、施設が老朽化

しておりますので、今後の大規模な修繕等の財源に充てる予定でございます。また、施設

整備基金は、将来、各施設の更新をする際の財源に充てることを予定しており、後年度の

負担を軽減することが目的でございます。

なお、基金の年度末残高でございますが、環境整備基金は１億６，０８４万５０８円、施
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設整備基金は４億７，５９３万６，９７０円の見込みでございます。

次に、款３ごみ処理費の補正につきましては、款の中で調整をいたしました。増額補正

といたしまして、目３不燃ごみ等管理費、１３委託料、不燃物再利用委託は、不燃物量が

当初に比べふえるため、１，４０８万１，０００円増額するものでございます。

次に、増額の財源といたしまして、１１需用費、修繕料の契約差金３１６万１，０００円、

１３委託料、運転業務委託の契約差金１７６万４，０００円及び目４資源管理費、１１需用

費、修繕料の契約差金９１５万６，０００円を減額するものでございます。

次に、款５予備費の補正ですが、歳入歳出を差し引きまして６，６００万５，０００円の増

額でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（篠宮正明） 以上で提案理由の説明は終わりました。

これより質疑をお受けいたします。

○４番（板垣洋子） すみません。午前中のところでありました小金井市のごみの受け入

れの受託処理料金というのは、平成１９年度のこの補正の予算の中には反映されないで、

いつどのように反映されるのか、教えてください。

○総務課長（大野常雄） これはまだ半期分残っておりますので、次の議会の中で最終的

な補正として補正価格といいますか、最終的な金額として御提示できると思います。

○議長（篠宮正明） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（篠宮正明） それでは、以上をもって議案第１１号、平成１９年度柳泉園組合一

般会計補正予算の質疑を終結いたします。

これより討論をお受けいたします。討論がある場合は、まず、原案に反対の方の討論を

お受けいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（篠宮正明） 討論なしと認めます。

以上をもって討論を終結いたします。

これより議案第１１号、平成１９年度柳泉園組合一般会計補正予算を採決いたします。

原案賛成者の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（篠宮正明） 全員賛成であります。よって、議案第１１号、平成１９年度柳泉園
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組合一般会計補正予算は原案のとおり可決されました。

○議長（篠宮正明） 「日程第６、議案第１２号、平成１８年度柳泉園組合一般会計歳入

歳出決算認定」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○管理者（野崎重弥） 議案第１２号、平成１８年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認

定の提案理由について御説明申し上げます。

本議案は、去る１０月２３日から３０日までの間において、現王園代表監査委員及び議

会選出の相馬監査委員により、平成１８年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算書に基づき

まして審査をしていただきましたので、その審査意見書を付して、地方自治法第２３３条

第３項の規定によりまして議会の認定を賜りますようお願い申し上げるものでございます。

詳細につきましては事務局より御説明申し上げますので、御審議賜りますようよろしく

お願いを申し上げます。

○議長（篠宮正明） 次に、決算内容について説明を求めます。

○総務課長（大野常雄） 補足説明を申し上げます。

恐れ入りますが、「平成１８年度一般会計歳入歳出決算書」の１ページをごらん願いま

す。

決算審査の結果でございます。歳入予算現額３６億５，６４１万円、歳入決算額３６億

９，９３２万６，６８９円、歳出予算現額３６億５，６４１万円、歳出決算額３１億５，７４１万

４，１３７円、歳入歳出差引残額５億４，１９１万２，５５２円となり、同額が翌年度への繰り

越しでございます。そのうち１９０万６，５９０円につきましては事故繰越によるものでご

ざいます。

以下、平成１８年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書について概要を御説明申し上げ

ます。

６、７ページをごらん願います。

歳入関係、款１分担金及び負担金、項１負担金でございますが、収入率１００％、前年

度に比べ１億９，７２４万６，０００円、８．２％の減でございます。

続きまして、款２使用料及び手数料、項１使用料でございますが、収入率は１０５．６％、

前年度に比べ８万７，５９０円、０．１％増でございます。

また、項２手数料につきましては、収入率１０２．８％、前年度に比べ８，３７７万４７５
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円、１９．４％の増でございます。

続きまして、款３財産収入、項１財産運用収入でございますが、収入率は１４５．４％で

ございます。

続きまして、８、９ページをごらん願います。

款４繰入金、項１基金繰入金でございますが、職員退職給与基金繰入金は職員３名の退

職金に充当しております。

続きまして、款５繰越金、項１繰越金でございますが、収入率１００％、前年度に比べ

４，１０４万２，７３１円、９．８％の増となっております。増の主な理由といたしましては、

平成１７年度歳入の使用料及び手数料、諸収入の雑入、これは資源の回収物売り払いとか

電力売り払い等でございますが、こういったことがふえたことによるものでございます。

また、歳出では、各科目の光熱水費及び委託料等の支出が少なくなりましたので、前年度

の繰越金が増額となっております。

続きまして、款６諸収入、項１組合預金利子でございますが、前年度に比べ２２万

４１２円の増となっております。

続きまして、項２雑入でございますが、収入率１０７％、前年度に比べ８，２１１万

７，７９６円、２８．６％の増でございます。その主な理由といたしましては、資源物回収売

り払い、回収物売り払い等がふえたものでございます。

なお、７その他雑入でございます。この１３８万２，４４２円の中には、指定法人からの

ペットボトルの拠出金１１１万７５１円が含まれております。次の建物災害共済金９８７

万４，２３７円は、クリーンポートの落雷後の復旧補修費に対しまして、これは全国自治協

会からの保険料でございます。

以上のとおり、歳入合計は、予算現額に対しまして収入率１０１．２％、４，２９１万

６，６８９円の増、前年度に比べまして６億２，９２０万４２８円、１４．５％の減でございま

す。

次に、歳出について御説明申し上げます。

１０、１１ページをごらん願います。

款１議会費、項１議会費でございますが、執行率７８．７％、前年度に比べ２２万

１，２４４円、５．３％の減でございます。減額の主な理由といたしましては、議事録作成委

託料減によるものでございます。

続きまして、款２総務費、項１総務管理費でございますが、執行率９８．４％、前年度に
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比べ６億８，１５４万９，４２４円、５１．３％の減でございます。減額となりました理由につ

きましては、解体緑化整備工事の普通建設事業債６億９，５９３万２，０００円の減によるも

のでございます。

なお、不用額につきましては、人件費を除きますと、１２、１３ページ記載の目２総務

管理費、１１需用費の印刷製本費減と、目３厚生施設管理費、１１需用費の光熱水費減等

によるものでございます。

また、目２総務管理費、１３委託料の備考欄記載の一般廃棄物処理基本計画策定業務委

託は、翌年度へ事故繰越をしたものでございます。

続きまして、１４、１５ページの厚生施設管理費に関連いたしまして、厚生施設等の利

用者数を申し上げます。

プール施設は２９７日間で７万９，５０８人、１日平均２６８人となり、前年度に比べ

５８７人、０．７％の増でございます。

また、浴場施設は、２９９日間で１０万５，５６７人、１日平均３５３人となり、前年度

に比べ２，３５８人、２．３％の増でございます。

次に、１６、１７ページの款３ごみ処理費、項１ごみ処理費でございますが、執行率

９７．４％、前年度に比べ２，２７０万９，８８８円、１．６％の減でございます。減額の主な理

由は、中段に記載の目２ごみ管理費、１１需用費の光熱水費、これが２，７８４万１，８７９

円減となっております。なお、電力の小売自由化によりまして、電力購入の入札を実施し

た結果、電気代等が減になっております。

なお、主な不用額は、目２ごみ管理費から２０、２１ページ、目５し尿管理費までの各

科目の１１需用費の消耗品及び光熱水費、１３委託料の契約差金などでございます。

次に、１６、１７ページから２０、２１ページまでのごみ管理費に関連いたしまして平

成１８年度のごみ処理状況について申し上げます。

可燃ごみの搬入量は７万７，４６１トン、前年度に比べ０．２％の減、不燃ごみ等は１万

２，５５６トン、前年度に比べ８．２％の減でございます。

なお、不燃ごみにつきましては、平成１８年１０月から容器包装リサイクル法対象その

他プラスチック類を清瀬市及び東久留米市において資源物として分別収集を開始しており

ます。平成１７年１０月からの半期分と比較いたしますと、清瀬市は４８４トン、３８．１

％減、東久留米市は６８４トン、３６．９％減、西東京市は７０トン、２．１％増となってお

ります。このことによる増減等につきましては、平成２０年度予算の負担金に反映させて
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いただきます。

なお、資源物につきましては８，９９６トン搬入されましたが、そのうち８，４７５トン、

９４．２％を回収し、資源化いたしました。

なお、従前と同様に減価償却費等を考慮しない計算方法によるごみ処理単価は、１トン

当たりの直接経費が１万３，５６８円、総経費が２万８，２６１円となります。

次に、２０、２１ページのし尿処理に関連いたしまして、平成１８年度のし尿処理等処

理状況について申し上げます。

し尿等総量の搬入量は２，５１５キロリットルで、前年度に比べ１６７キロリットル、

６．２％の減でございます。

なお、し尿処理単価は、１キロリットル当たり直接経費が２万９，０６６円、総経費が５

万６，２１６円となります。

次に、記載の款４公債費、項１公債費でございますが、執行率９９．４％、前年度に比べ

４６８万９，０４３円、０．４％の減でございます。

なお、公債費につきましては、平成１９年度にピークを迎えまして、新事業がなければ

年度ごとに減っていくという考え方でございます。

続きまして、款５の予備費でございますが、予算現額と同額が不用額となり、平成１９

年度に繰り越しをしております。この不用額の８９．２％は予備費で、平成１９年度予算の

負担金で精算されます。平成１７年度分の私車処分費９，０２７万２，０００円もこの中に含

まれております。

以上のとおり、歳出合計は、予算現額に対しまして執行率８６．４％、不用額は４億

９，７０８万９，２７３円、１３．６％となっており、前年度に比べ７億９１６万９，５９９円、

１８．３％の減となっております。

次に、２２ページをお開き願います。

こちらは実質収支に関する調書でございます。表に記載のとおりでございます。

次に、２３ページ、財産に関する調書は、次のページに記載のとおり、公有財産の土地

及び建物、工作物、物品、さらに基金それぞれの一覧表をまとめてございます。

内容を御説明申し上げますと、２４ページから２７ページまでに記載の土地及び建物で

ございますが、決算年度中の増減はございません。

次に、２８ページから３７ページまで記載の工作物につきましても決算年度中の増減は

ございません。
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次に、３８ページ記載の物品につきましては、柳泉園組合物品管理規則第２８条の規定

によりまして１点３０万円以上の備品について一覧表にまとめた内容でございますが、決

算年度中は、前段に記載の車両関係、これはダンプ車でございますが、１台減、それから

中段に記載の施設関係浴室等にございますコートローラの増１、減１がございます。

次に、３９ページをお開き願います。こちらは基金でございますが、決算年度中の増額

は、新たに積み立ていたしました元金及びその運用利子分でございます。一方、減額につ

きましては、職員の退職金に充当いたしました。なお、基金の運用利子につきましては、

職員退職給与基金及び施設整備基金を２年ものの利付国債で運用いたしまして、利子の合

計は１５３万９，８５９円でございます。

次に、４２ページから５０ページ記載の歳入歳出決算参考資料でございますが、４２、

４３ページは一般会計歳入歳出予算額一覧表でございます。次の４４、４５ページは一般

会計歳入歳出決算額の一覧表でございます。次に４６、４７ページは一般会計給与費の明

細表です。次に４８、４９ページは不用額の一覧表でございます。それぞれ表に記載のと

おりでございます。

最後に５０ページでございますが、償還表でございます。ごみ処理施設を初め平成１８

年度までの各施設の整備事業を一覧表にまとめまして、それぞれの事業につきましては表

に記載のとおりとなっております。平成１８年度未償還残高は８１億２，７２５万１，１７３

円でございます。

なお、平成１８年度における主要な施策の成果につきましては、平成１８年度事務報告

書として別にまとめまして提出させていただいております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○議長（篠宮正明） 以上で提案理由の説明は終わりました。

本日、現王園代表監査委員が出席されておりますので、決算審査報告を求めます。

○監査委員（現王園成夫） 監査委員の現王園成夫でございます。平成１８年度柳泉園組

合一般会計歳入歳出決算審査報告をさせていただきます。

柳泉園組合議会選出の相馬監査委員と私は、例月出納検査を都合４回、決算審査を３回

実施いたしました。その結果を御報告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づきまして、平成１８年度柳泉園組合一般会計

歳入歳出決算書を審査いたしましたところ、歳入歳出ともに正当であり、かつ証書、帳簿

とも完全に整備されており、平成１８年度の決算は正確であることを証明いたします。
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平成１９年１１月２７日、柳泉園組合監査委員現王園成夫、同じく相馬和弘でございま

す。

なお、審査の意見書につきましては、既に皆様のお手元に配付済みでございますので、

説明は省略させていただきます。

以上で報告を終わります。ありがとうございました。

○議長（篠宮正明） 御苦労さまでした。

なお、現王園代表監査委員に対する質疑は省略させていただきます。

以上で決算審査に関する報告を終わります。

これより質疑をお受けいたします。質疑はございますか。

○３番（上田芳裕） ２点ほど確認させていただきたいと思うんですが、まず最初にお尋

ねしたいことは、今後の各市の分担金のあり方はどうなのかなということで質問させてい

ただきたいと思います。

と言いますのは、繰り越しは繰り越しでもちろんよろしいわけでありますし、また、今

ほども御説明をお聞きしましたように、歳出のいわゆる執行率の問題等々もあろうかと思

いますので、それは繰り越しがあるから問題だとか、そういうことを言っているわけでは

ございませんが、その金額からいきますと、今後の各市の分担金というのはもう一考ある

のではないかなと思いますのは、御案内のように、各市の財政状況というのは非常に厳し

く、歳入もかなりこれから厳しくなるであろうということを考えますと、各市のいわゆる

財政状況は決して先行きいい方向に必ずしも進まないだろうと、そういう中でさまざまな

分担金を負担しているわけでありますが、当該柳泉園組合におきましても今後のあり方と

してどういう考え方があるのかお聞きをしたいと、このように思っております。今すぐで

はなくても、今後の各市の分担金のあり方として、かなり厳しい財政状況をかんがみてい

かがなものかなと、こう思った次第であります。これが１点であります。

それともう１点は、今の報告にはもちろん数値としてはあるんでしょうけれども、具体

的にはありませんが、私どもは視察をさせていただいております。これはもう柳泉園組合

のいわゆる事業に期する目的で視察をしているわけでございます。毎年しているわけです

が、今の財政状況をかんがみて日帰りになっているわけですね。そうしますと、当然なが

ら、日帰りでなおかつ参考になるであろう施設というのは限定されてきております。御案

内のように、柳泉園組合の内容というのは非常に高度なレベルに達していると私は思って

おりますので、この柳泉園組合の事業を進めるに当たって、なおかつ、さらに参考になる
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施設というのはそれほどたくさんあるとは少し思えないんです。しかし、財政をかんがみ

ますとそれほど遠くも行けないと、こういう事情の中で現在があるのであろうと思うんで

す。

それはそれでよろしいんですが、１つは、長い目で見た場合に、もちろん私どももメン

バーが変わりますので、ほかのメンバーの方がどう思っているかは別といたしましても、

やはり１泊２日ぐらいで場合によっては遠くで、遠くへ行くことがいいとは言っていませ

んけれども、要するに、この当該組合の事業の参考になる施設というのをやはり視察しな

ければいけないということであるならば、また、そうあってほしいと思いますけれども、

必ずしも近隣だけということで限定すると少し無理があるのではないかなと。そうします

と、１泊２日ぐらいで遠くへ行って、ぜひこの当該組合の事業の発展のためにも参考にし

てもらいたいと、こういうことでスタッフも関係の議員も行くわけでありますが、ぜひそ

ういうことを考えていただければいいなと思います。

ただし、今も言いましたように、財政の状況を考えますと、毎年というのは果たして可

能かどうかということになりますと、隔年でもどうかなと。ただ、メンバーが変わります

ので、たまたま行ったメンバーと行かないメンバーとが出てくるというのも少し不公平か

なとは思うんですけれども、その辺を総体的に考えまして、できれば隔年で１泊２日ぐら

いで柳泉園組合に参考になるといいますか、あるいはそのレベル、あるいはそのレベル以

上のものを視察できるような、そういうことも考える必要があるのかなと歳入歳出決算の

報告を聞きながら考えましたものですから、今質問しております。

この２点であります。

○管理者（野崎重弥） まず、今後の柳泉園組合に構成３市から御負担をいただいており

ます負担金についてであります。これから来年度予算編成に向けての山場を迎えてくると

思っておりますけれども、まず基本に置かなければいけないのは、一部事務組合の負担金

というものがそれぞれの構成市の予算編成においても大変大きな影響があるということで

ございます。なおかつ、それぞれの構成市における予算編成の中で一部事務組合に対する

負担金というのは、義務的経費の中でも一番最初に抜かれる財源でもあるわけでございま

す。つまり、そこが多ければ多いほどそれぞれの構成市の事業に影響を及ぼす、少なけれ

ばそれぞれの構成市が十分その財源を活用できるという関係にあるわけでございます。そ

ういった意味では、私どもも構成３市の御負担を多くしない方向性を持って今後、柳泉園

組合の運営に十分配慮していかなければいけないだろうということがまず第１点としてあ
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ろうかと思います。

そういった中では、柳泉園組合におけます事務事業の見直しということも当然でありま

すが、議会における組合議会からの御指摘等も踏まえながら、今後十分、柳泉園組合の事

業そのものの精査と同時に改革改善をできるところになるべく力を注いだ形のものを追求

していく、このことは予算編成において大きな課題であろうと思っております。

そういった中で、具体的に申し上げますと、来年度、少なくとも今年度の負担金よりも

減らせる形で内部的な努力をしてほしいということは管理者として事務局に下命しており

ます。

それと同時に、昨年度、清瀬市と東久留米市において容器包装リサイクル法のプラの分

別収集を先行開始していただいたわけでございます。そういった意味では、先ほどの行政

報告にもございました。また、今回の決算の中にもございますけれども、不燃ごみがこの

関係で減っているということもございます。そういったものも当然配慮しなければいけな

いだろうとは思っておるところでございます。

そういった中で、今後の構成３市の負担金、来年度に関していえば、今年度よりもなる

べく総体として減らしていくという方向性は持ちながら予算編成に入っていきたいと思っ

ておるところでございます。

また、今後の負担金の動向でございます。決算の中の参考資料にもございますけれども、

今後の債務償還の関係でございますが、１９、２０ぐらいがたしかピークになっておりま

す。そういった意味では、起債のピークはここで越すことはできるかとは思いますけれど

も、今後の柳泉園施設におきます更新していかなければいけない施設もございます。そう

いった中では、今後とも計画的にそれらの事業を考慮しながら、中期的なスパンの中で構

成市においてどのような御負担をいただけるか、また、御負担をいただける社会経済情勢

にあるか、そういったことも十分考慮しながら今後とも組合運営に当たっていきたいと

思っておるところでございます。

それと視察の件でございます。確かに、議員御指摘のように、財政的に大変厳しい状況

を迎える中で、現在は毎年日帰りで行政視察を実施させていただいております。端的に申

し上げまして、近隣のところで参考になるところはもう既に回ってしまいました。そう

いった中で今後の視察のあり方をどうしていくのかということは課題の一つでございます。

今後とも柳泉園事務局の中で十分協議をしたいと思っておりますが、そういったあり方に

ついては組合議会とも今後、十分協議をさせていただきたいとも考えておるところでござ
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います。

○議長（篠宮正明） ほかにございませんか。

○７番（長谷川正美） 直接、現王園先生にお聞かせ願えれば一番よかったんですけれど

も。決算の審査の所見で、１６ページになりますけれども、監査委員の報告です。前段に

２行ほどいろいろ書いてあるんですけれども、「クリーンポート焼却量が減少しているが、

発電電力量については、当初計画を上回った。」、よくわからないんです。燃やすものが

減ったのに、結果、電力発電量が上回ったというのはよくわからないんですけれども、教

えてもらいたいと思っております。

それから、もう１点、同じ項目の３番のところに確実な公金の管理運用が云々と書いて

ありますけれども、安全で確実な管理に努めているということでありますが、大変先ごろ

難しい状況のあるところでどのように努力されているのか。

この２点、少しお伺いしたいと思います。

○技術課長（櫻井茂伸） それでは、クリーンポートの焼却量が減少しているが、発電電

力については当初計画を上回ったということなんですけれども、私どものボイラーという

か焼却炉は３台ございまして、その中で、クリーンポートの発電機だけではなくて、蒸気

をその他のものにもかなり使用しております。その中で毎年見直しを図りまして、蒸気量

を要するになるべく発電に持っていけるようにということで、電子的なコンピューター制

御の部分もそうですし、それから機器関係もかなり調整をしております。その結果が出た

ことだと思っております。

○総務課長（大野常雄） 今回の決算の中で申し上げましたように、平成１８年の当時、

いろいろなもので金額的に銀行等への預け入れ等も考えたんですけれども、やはり元本保

証ということで、国債だけに絞って資金の運用はやっております。ほかのところの部分に

ついては、やはり当時の判断としては、そこに少し入るのはまだ時期尚早ではないかとい

うことで、そちらには取り組んでおりません。

○議長（篠宮正明） ほかに。

○２番（野島武夫） １点質問させていただきます。いろんな意味で今、原油価格が高騰

したり、いろいろと世の中値上げラッシュということなんですけれども、柳泉園のこのク

リーンポートの施設というのを見させてもらうと、平成１８年度で容器包装リサイクル法

のプラスチック類ごみとか、そういうものの分別とかが始まりまして、だんだんと生ごみ

というのかな、そういうのが比率的に多くなってくるのかなという思いをしています。そ
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ういう中でこれを見ると、８５０度以上保つ形になっていると思うんですけれども、過去

は、その辺も確認したいんですけれども、ある程度まとまってそういう生ごみが入って温

度が下がった場合、プラスチック類みたいなものである程度、温度を上げる形をやられて

いたかと少し聞いているんですけれども、現在はどのような形で安定して８５０度を維持

するのか、例えばある程度加熱するために重油を使ったり、何かこういうことで維持して

いるのか、その辺少し確認させていただければと思うんですけれども。

○技術課長（櫻井茂伸） クリーンポートですが、先ほどのダイオキシン類のときにもお

話ししましたけれども、常に８５０度以上を保つように今機械を運転しているんですが、

かなり電子制御の関係が、ＡＣＣ、オート・コンバーション・コントロール、自動燃焼制

御というものがあるんですけれども、そちらの見直し等を図ったりとか、あと、一番端的

には、ごみで入ってきたものを、先ほど水分のお話をしましたけれども、まず入ってきた

ものを例えば雨の日に入ってきてすぐ燃やすとかすると、やはり先ほど言いました水分に

も関係してくるんですけれども、そういうものを例えば１日か２日置くと、それで水分を

安定させる。それからあと、なおかつ攪拌ですね。特に夏場なんかですと、やはりどうし

ても厨芥類、スイカとかそういうものが入ってくるのもあるんですけれども、そういうと

きによく攪拌を行ってごみを均一化させて安定して燃やすと、それに対して、少し技術的

な話になるんですけれども、自動燃焼制御装置のパラメーターと言いまして、そういうも

のを安定的に燃やせる係数を変更する装置がございます。そういうものを調整しながら現

在運転しているということでございます。

将来にわたって、確かに議員のおっしゃるように、これから高カロリーのプラスチック

類関係がなくなってきますので、設計範囲を超えた場合には都市ガスで補助として燃焼す

る場合が出てくるかもしれませんけれども、今のところの試算ではまだそういう状況には

なっておりません。

○２番（野島武夫） わかりました。ということは、現在は都市ガス、または重油等は加

えてはいないということでよろしいんでしょうか はい、ありがとうございます。

○議長（篠宮正明） ほかにございませんか。

○８番（原正子） 決算の意見書の一番最後のところにもあるのですけれども、たしか不

燃物の処理施設が少し古くなってきていて、そこをリニューアルするという必要性がある

ということは以前から言われていたかと思います。そのことが、早急にではないのかもし

れませんが、その計画をどんなふうにお持ちなのかということ。
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それから、し尿は減ってきてはいるのですけれども、なかなか完全になくならないとい

う状況の中で、これは多分、少なくて受け入れていると人件費とかのバランスとしてあん

まり 受け入れざるを得ないから受け入れるんだと思いますけれども、見合わない処理

事業になっているという状況がこの先いくのではないかと思うのですが、その点はどのよ

うな判断をなさるのかということ。

もう１つ、ここにクリーンポートの運転業務の委託化と書いてあるんですけれども、今

も委託をしていると思うのですが、これはどういうことをここで言っているのか、まず聞

かせてください。

○助役（森田浩） まず、１点目の不燃ごみ施設の改修でございますが、大分老朽化して

きまして、今、柳泉園の中で今後建て替えなり考えていかなければならないものについて

の最大の施設だと思っております。そういう中で、今回、基本計画を作成した段階におき

まして、期限は設定してございませんが、その改修の必要性というものにつきましては記

述させていただいております。

それで、その方法でございますが、先ほどからいろいろお話しさせていただいておりま

すが、現在、容器包装リサイクル法の関係でかなり不燃ごみが減になっている。それとも

う１つ、現在行っている事業の見直し例えばリサイクルセンター等におけるリサイクルの

処理方法等について構造的に何か変えられないかと。ということは、先ほど各議員から御

指摘の負担金との関係がございますから、なるべく経費をかけないで改築ができないかと

いうところを今いろいろ内部的に検討させていただいているところでございます。いずれ

にいたしましても、経費が各市とも非常に厳しい状況ですから、その辺を最大限踏まえた

中での計画を立てていきたいと思っております。

それから、し尿処理でございますが、御指摘のように、これは最後までなくなることは

多分ないだろうとは思っております。ただ、多くても少なくてもやることは同じで、経費

がかかってしまって、非常に不効率ということがございます。この辺につきましても、不

燃ごみ処理施設の改築と同様に、敷地的に関連してございますから、その辺もあわせて、

今までの計画ですと、し尿処理施設を解体して、そこに不燃等の粗大ごみ処理施設を併設

するという計画がございましたから、関連してございますので、その辺も含めて今後検討

はしていきたいと思っております。

それから、クリーンポートの現在の運転状況ですが、これにつきましては完全委託化は

してございません。職員と派遣職員で構成されます４班で運営しているということでござ
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いまして、今後につきましては、運転の面におきましても完全に委託化というところを研

究していかなければいけないのではないかと、ほかのところで完全に委託化している施設

がございますから、そこに視察に行ったり、今研究している段階でございます。

○８番（原正子） ありがとうございました。

分担金と関係がすごくあることなので、し尿の処理施設とそれから不燃物のことについ

てはこのままにはしておけないということなので、この何年ぐらいで検討の結果を出して

いくのかということをお示しいただければと思います。

それから、し尿処理施設は、なくすことはできないけれども規模を小さくする、そして、

そこに今求められている不燃物の処理ができるものも含めて考えていくということなんだ

と思うんですが、その辺、もう少し何かお示しいただけるところがあれば、内部で検討し

ているということですけれども、伺いたいなと思います。

それから、運転業務ですけれども、完全に委託化することはできますよね、割と早くに。

そうでもないんですか。職員の方の採用のこともあるんだろうと思いますけれども。そう

するとまた委託の費用が発生してくるんです。それはどちらが経費が少なくて済むかとい

う検討とともに進むんだと思いますけれども、なるべく経費がかからなくて安全な管理が

できるということであれば、その辺ももう少し踏み込んで御答弁いただければありがたい

なと思います。

○管理者（野崎重弥） 先ほど上田議員の御質問のときには、内部的な事務の改革改善と

いう言葉で大きくくくらせていただいたんですけれども、今、具体的な御質問を頂戴いた

しておりますのでお答えさせていただきたいと思いますが、まず、し尿の関係でございま

す。

私どもでも、議員御指摘のように、現有の処理能力と実際に搬入されているし尿の量を

考えますと、もうし尿が減ってきておりますので、どういった処理をしていくのが最も効

率的な方法なのかということは考慮しなければいけないことだろうと思います。ただ、

もっと規模の小さいものに建て替えて効率を上げていくということであれば、また新たな

コストが必要になるわけでございます。仮に他団体にし尿の処理をお願いするということ

になれば、では、かわりに何か考えていただけないかという話にもなる可能性も考えられ

ます。そういった総体の施策の展開のありようというのは大変難しゅうございまして、今

後、柳泉園組合の中で、し尿の処理の関係については、先ほど助役が御答弁申し上げまし

たような、どう効率的な処理をしていくかということは至上命題なわけでございますから、

４６



それらについては今後とも十分内部で検討をさせていただきたいと思っております。

ただ、言えることは、量が少ないので希釈をして例えば下水道管に放流する、これは正

直申し上げまして一番コスト的には安うございます。しかしながら、それは認められませ

んので、できかねます。ですから、今後し尿の処理をどうしていくかということについて

は、先ほど御答弁申し上げましたように、十分内部的に検討をさせていただきたいと思っ

ておるところでございます。

また、運転の委託の関係でございますけれども、まだその体制が十分とは言えませんけ

れども、一部、外からの力に頼っているというところはありますが、ここで一気に例えば

委託化をするということであれば、人件費をダブル計上しなければいけないということに

なるわけでございます。どのタイミングでどのような形でどのような経費をもって効率的

な運営をしていくか、これは、やはり今後の人員計画等との関係も出てまいりますけれど

も、それらも現在、内部的に十分検討をさせている状況でございます。

重ねてになりますけれども、いかに一部事務組合としての責任を果たしつつ、なおかつ

構成をいただく構成市の皆さんの御負担に配慮した適切なごみ処理ができるかという最大

の目的があるわけでございますから、それらを十分考慮しながら今後とも組合の運営に当

たっていきたいと考えております。

○８番（原正子） 前回、議員をしておりましたときからもう３年過ぎておりまして、実

はその当時からずっとこのことが懸案のことだったと認識しております。そうやって時間

が過ぎていくわけでして、そうすると新しくつくったクリーンポートもまたメンテナンス

やらいろんなことに費用がかかってくるという時期をさらに迎えてくる、それは同時に来

たらまた分担金がふえるということになるのかと思うと、少し早く結論が出せる部分につ

いてはなるべく効率のよい運営ということでお考えを進めていただきたいと思うところで

す。それは、これ以上は申し上げられようもないので、要望しますけれども、とても簡単

なことなのですが、２点ほど申しわけありません。

この報告書の中の７ページに偽造コインによる収入未済額５００円と書いてありまして、

こういうことがあるんだなと思いましたけれども、この偽造コインなんていうのは私は以

前には見なかったことなんですが、こういうものだけでなくてもなかなかきちんと払って

いただけないなんていうこともあるのかと思いますが、ここが具体的に載っておりました

ので、５００円玉が１個にせものが入っていたというだけなのか、お答えください。

それから、情報の公開を積極的にしていくという方向を考えれば、ホームページでいろ
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んなものを載せてくださるということはすごくいいことなんですけれども、ここで１５

ページになりますけれども、事務報告書の１５ページです。そこを見ますと、平成１８年

度はトップページをリニューアルしたりとか、クイズ形式にしたりとか、内容を充実させ

ておりますとここに書いてあります。これでアクセス件数が上がったとか、そういうデー

タというのは持っておられるのでしょうか。そういうものをカウントしているのかどうか

ということも含め、そして、積極的に情報公開をするという媒体にこのホームページをき

ちんと位置づけていらっしゃるということであれば、可能な限りさまざまなものを載せて

いただきたいとも思いますけれども、いかがでしょうか。

○施設管理課長（蛭田義一） 偽造コインの使用についてでございます。この偽造コイン

につきましては、平成１５年７月に浴場施設で、韓国の５００ウォンを変造して旧５００

円玉に見せかけた使用でございます。これにつきましては田無警察に被害届を出し、その

後、すぐに機械の納入メーカーに旧５００円が使用できなく、新５００円だけが使える方

法で対処し、この１件だけで被害は終わっております。

○総務課長（大野常雄） ２番目で原議員おっしゃいましたアクセスのカウント数は現在

数えておりません。これはもし数えられるのであれば今後数えていきたいと考えていると

ころでございます。

○８番（原正子） では、数えてください。要望します。

○議長（篠宮正明） ほかにございませんか。

○４番（板垣洋子） 事務報告書についてなんですけれども、ここで比較がすべて前年度

比較になっているんですが、廃棄物の処理基本計画に対してどれくらいかという比較に

なっていないんですけれども、その理由など教えてください。

○総務課長（大野常雄） 基本計画というのは、おおむね５年から１０年を目途としてつ

くり上がっているものでございます。ですから、昨年、平成１９年度の基本計画をつくっ

たわけでございますが、そこの中では、今回の不燃物における関係市のその他プラスチッ

ク類等のごみ量を減らすとか政策的に各年度ごとに変わってまいります。それで、基本計

画においては実施計画というのがまた別にございまして、柳泉園の場合はこれは当初の予

算ということで提示しているわけでございます。こういったもので、時代的に５年、１０

年のスパンでできたものが実質的には毎年度変わってしまうというのが現状でございます。

そういったことで、あえてこの事務報告書の中ではあくまでも前年度との比較のみで計上

させていただいているということでございます。
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なお、新しく基本計画をつくっていくときには、当然、前につくり上げた基本計画等も

参考にしながら新しい基本計画にはそういったものが反映されていくという考え方でござ

います。

○４番（板垣洋子） 先ほどのどなたかの質問のときに、計画にのっとって事業を遂行し

ていくという答弁があったと思うんですけれども、それならば、やはり実際どうなってい

るかというのは、計画に対して平成１８年度はどうであるかという具体的な数字の比較は、

そちらのほうが重要ではないかと思うんです。常に議会ごとに報告されるのが前年度比と

いう形で、計画に対する比率というのが出ていないのが何か私の感覚ではそぐわないよう

に思えるんですけれども、こんなものなんでしょうか。

○総務課長（大野常雄） 一般的に、比較ということになりますと、こういう形で報告を

差し上げているというのが現状でございます。基本計画との比較とかそういった例は私ど

もで聞いたことはございませんけれども、前年度の比較の中で自主的にそこに必要とした

費用を片方でお出ししながら、大きく変わったところを議員の皆さんにお知らせしていく

ということになるんではないかと考えているところでございます。

○４番（板垣洋子） 意見として最後に述べて終わりますけれども、小金井市の問題も、

柳泉園の中で各自治体がごみをどのように減らしていくかという計画をあわせて個々での

計画があるわけです。やはり小金井市に対しても、ごみをどのように減らしていくのか、

そういう計画を持ってほしいという、すべて計画行政の中で動いている中で、ここでもそ

の事業がどう行われているのかというのはやはり計画に基づいて比較しながら新たな事業

も立てていくのが筋ではないかなと、前年度と比較というよりは、やはり計画に対してど

うなのかということが重要だし、そこで判断していきたいなと思いますので、示していた

だけなくても手元には計画を持っておりますので、そこの中で対応はしていきたいと思い

ます。ありがとうございました。

○議長（篠宮正明） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（篠宮正明） それでは、以上をもって議案第１２号、平成１８年度柳泉園組合一

般会計歳入歳出決算認定の質疑を終結いたします。

これより討論をお受けいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（篠宮正明） 討論なしと認めます。
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以上をもって討論を終結いたします。

これより議案第１２号、平成１８年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定を採決いた

します。原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（篠宮正明） 挙手全員であります。よって、議案第１２号、平成１８年度柳泉園

組合一般会計歳入歳出決算認定は原案のとおり認定されました。

○議長（篠宮正明） お諮りいたします。

ただいま議長のもとに陳情１件を受理しております。この際、日程を追加し、陳情を廃

棄物等処理問題特別委員会に付託することを先議したいと思います。これに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（篠宮正明） 異議なしと認めます。よって、廃棄物等処理問題特別委員会に付託

を先議することに決しました。

追加日程表を御配付してください。

〔資料配付〕

○議長（篠宮正明） 追加日程第１、廃棄物等処理問題特別委員会付託の件及び追加日程

第２、廃棄物等処理問題特別委員会報告を新たに日程に加えたいと思います。これに御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（篠宮正明） 異議なし。

それでは、追加日程第１、廃棄物等処理問題特別委員会付託の件、陳情第１号、小金井

市からの可燃ごみの委託について陳情書を議題といたします。

ただいま議題となっております陳情第１号につきましては、廃棄物等処理問題特別委員

会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（篠宮正明） 異議なしと認めます。よって、陳情第１号は廃棄物等処理問題特別

委員会に付託することに決しました。

ここで暫時休憩をいたします。

午後 ２時０２分 休憩
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午後 ３時３４分 再開

○議長（篠宮正明） 休憩前に引き続き定例会を開きます。

○議長（篠宮正明） 追加日程第２、廃棄物等処理問題特別委員会報告を行います。

陳情第１号、小金井市からの可燃ごみの委託について陳情書について委員長の報告を求

めます。

○廃棄物等処理問題特別委員長（粕谷いさむ） 議長より指名がありましたので、廃棄物

等処理問題特別委員会報告をいたします。

付託されました陳情第１号、小金井市からの可燃ごみの委託について陳情書については、

検討した結果、審議になじまないものと結論に達しました。以上でございます。

○議長（篠宮正明） 報告が終わりました。

以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。

これにて平成１９年第４回柳泉園組合議会定例会を閉会といたします。

午後 ３時３５分 閉会

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

柳泉園組合議会議長 篠 宮 正 明

議 員 粕 谷 いさむ

議 員 野 島 武 夫

５１


